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回次 第32期 第33期 第34期 第35期 第36期

決算年月 2022年１月 2023年１月 2024年１月 2025年１月 2026年１月

売上高 （千円） 11,288,896 10,995,723 10,162,858 7,648,834 10,045,621

経常利益 （千円） 1,270,778 1,843,914 1,829,351 501,134 982,294

親会社株主に帰属する当期

純利益
（千円） 880,006 1,259,933 1,262,618 341,114 695,704

包括利益 （千円） 877,433 1,260,054 1,262,038 342,204 703,266

純資産額 （千円） 8,386,796 9,392,931 10,289,282 10,265,840 10,660,146

総資産額 （千円） 17,417,226 15,476,175 14,676,241 17,021,767 19,773,825

１株当たり純資産額 （円） 820.12 919.17 1,007.48 1,005.07 1,049.57

１株当たり当期純利益 （円） 86.64 124.05 124.31 33.59 68.50

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 47.8 60.3 69.7 60.0 53.9

自己資本利益率 （％） 11.0 14.3 12.9 3.3 6.7

株価収益率 （倍） 7.23 6.16 8.03 19.50 9.72

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー
（千円） 6,230,428 2,945,916 1,218,081 △1,136,820 △1,264,596

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー
（千円） △2,458 △497,275 897,423 △842,871 △114,088

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー
（千円） △4,708,985 △3,281,042 △1,654,476 1,718,977 1,812,125

現金及び現金同等物の期末

残高
（千円） 4,871,340 4,038,938 4,499,967 4,239,252 4,672,693

従業員数
（人）

83 81 82 80 81

（外、平均臨時雇用者数） (38) (35) (29) (27) (27)

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

（注）1．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）等を第33期の期首から適用してお

り、第33期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま

す。

- 1 -



回次 第32期 第33期 第34期 第35期 第36期

決算年月 2022年１月 2023年１月 2024年１月 2025年１月 2026年１月

売上高 （千円） 11,046,961 10,745,586 9,866,452 7,314,955 9,687,695

経常利益 （千円） 1,245,952 1,809,019 1,784,484 447,683 1,089,212

当期純利益 （千円） 865,065 1,236,823 1,232,853 307,977 828,404

資本金 （千円） 1,562,450 1,562,450 1,562,450 1,562,450 1,562,450

発行済株式総数 （株） 10,368,000 10,368,000 10,368,000 10,368,000 10,368,000

純資産額 （千円） 8,053,979 9,036,883 9,904,049 9,846,380 10,431,023

総資産額 （千円） 17,057,101 15,098,229 14,261,194 16,560,573 19,497,039

１株当たり純資産額 （円） 792.97 889.74 975.12 969.45 1,027.01

１株当たり配当額

（円）

25 36 36 24 24

（うち１株当たり中間配当

額）
(－) (－) (－) (－) (－)

１株当たり当期純利益 （円） 85.17 121.77 121.38 30.32 81.56

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 47.2 59.9 69.4 59.5 53.5

自己資本利益率 （％） 11.2 14.5 13.0 3.1 8.2

株価収益率 （倍） 7.35 6.27 8.22 21.60 8.17

配当性向 （％） 29.4 29.6 29.7 79.2 29.4

従業員数
（人）

74 71 72 70 69

（外、平均臨時雇用者数） (－) (－) (－) (－) (－)

株主総利回り （％） 106.0 134.4 178.3 126.4 132.1

（比較指標：配当込み

TOPIX）
（％） (107.0) (114.6) (151.7) (169.7) (222.5)

最高株価 （円） 750 901 1,152 992 766

最低株価 （円） 578 561 710 532 575

(2）提出会社の経営指標等

（注）1．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2．最高・最低株価は、2022年４月４日以降は東京証券取引所（スタンダード市場）におけるものであります。

それ以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

3．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）等を第33期の期首から適用してお

り、第33期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま

す。

4. 第36期の１株当たり配当額24円については、2026年4月23日開催予定の定時株主総会の決議事項になっており

ます。
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年　月 事　　　項

1990年12月 不動産の売買及び賃貸の仲介を目的として、福岡市東区千早二丁目４番10号に株式会社エステー

ト栄和を設立（資本金20,000千円）

1992年８月 株式会社コーセーに商号変更

福岡市中央区赤坂二丁目６番270－５号に本店移転

1992年９月 宅地建物取引業免許（福岡県知事（1）第12299号）取得

1993年５月 自社分譲物件「ラフォーレ」シリーズを販売開始

1994年４月 福岡市中央区薬院一丁目６番９号福岡ニッセイビル４階に本店移転

1996年１月 当社物件購入者に対する購入資金の貸付を目的として、当社の100％子会社有限会社コーセーホ

ームネットを設立

2001年３月 子会社有限会社コーセーホームネットにおいて不動産賃貸管理事業を開始

2001年９月 自社分譲物件の資産運用型マンションを販売開始

2002年11月 福岡市中央区舞鶴二丁目２番11号に本店移転

子会社有限会社コーセーホームネットを株式会社に組織変更

2005年１月 株式会社コーセーアールイーに商号変更、福岡市中央区赤坂一丁目15番30号に本店移転

子会社株式会社コーセーホームネットの解散を決議し、不動産賃貸管理事業は当社で譲り受け

2005年３月 自社分譲物件「グランフォーレ」シリーズを販売開始

2006年２月 東京都中央区日本橋三丁目３番３号に東京支店設置

2006年４月 東京都新宿区西新宿三丁目２番11号に東京支店移転

2006年６月 宅地建物取引業免許（国土交通大臣（1）第7271号）取得

2007年８月 福岡証券取引所に株式を上場

2008年２月 連結子会社 株式会社コーセーアセットプラン設立

2009年４月

2012年４月

2013年７月

2014年２月

2016年９月

2017年10月

2020年４月

2022年４月

2024年２月

2024年６月

東京都千代田区神田美土代町９番７号に東京支店移転

大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に株式を上場

東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）

に株式を上場

株式会社アールメンテナンスの全株式を取得し完全子会社化

株式上場市場を東京証券取引所市場第二部へ変更

東京証券取引所市場第一部に指定

連結子会社 株式会社コーセーアセットプランの解散を決議し、事業は当社で譲り受け

東京証券取引所スタンダード市場へ移行

みらい保証株式会社の全株式を取得し完全子会社化

東京都千代田区神田淡路町２丁目105番地に東京支店移転

２【沿革】
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３【事業の内容】

　当社グループは、当社（株式会社コーセーアールイー）及び連結子会社２社（株式会社アールメンテナンス、みら

い保証株式会社）で構成されており、ファミリーマンション販売事業、資産運用型マンション販売事業、不動産賃貸

管理事業、ビルメンテナンス事業を主な業務としております。

　ファミリーマンション販売事業は、福岡都市圏を中心に首都圏、九州各県の中核市において、資産運用型マンショ

ン販売事業は、賃貸需要の高い福岡市中心部において、「理想の住まいづくり」の理念のもと、高品質を追求した分

譲マンション「グランフォーレ」シリーズの企画・開発・販売を行っております。

　なお、ファミリーマンション販売事業には、戸建及び中古ファミリーマンション販売を含み、資産運用型マンショ

ン販売事業には、中古資産運用型マンション販売を含んでおります。

　不動産賃貸管理事業は、主として当社グループが販売した資産運用型マンションの賃貸管理を受託するほか、自社

所有ビルの賃貸業を行っております。

　ビルメンテナンス事業は、株式会社アールメンテナンスにより、主に当社グループが福岡都市圏で供給するファミ

リーマンション及び資産運用型マンションの管理事務や点検・保守等のアフターサービスを受託しております。

　以上の状況を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

（ファミリーマンション販売事業及び資産運用型マンション販売事業）
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（不動産賃貸管理事業）

（注）自社所有ビルの賃貸を行う場合は、当社が入居者と賃貸借契約を締結し、直接賃料収入を得ております。

（ビルメンテナンス事業）
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名称 住所
資本金
（千円）

主要な事業の内容
議決権の所有又は
被所有割合（％）

関係内容

（連結子会社）

株式会社アールメン
テナンス

福岡県福岡市

中央区
20,000

ビルメンテナンス事

業（注）1

（所有）

100.0

主に当社所有賃貸ビルの
管理を受託。
役員兼任１名。

（連結子会社）

みらい保証株式会社

福岡県福岡市

中央区
9,990

不動産賃貸管理事業

（注）1

（所有）

100.0

主に当社の賃貸管理物件
の家賃債務保証を受託。
役員兼任２名。

（その他の関係会社）

株式会社ＴＭＩトラ
スト

福岡県福岡市

中央区
3,000

有価証券の保有及び
運用並びに不動産の
賃貸

（被所有）

20.7

当社へ賃貸管理を委託。

役員兼任１名。

４【関係会社の状況】

（注）1．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。

2．連結子会社であった株式会社コーセーアセットプランにつきましては、2025年11月28日付で清算を結了いた

しました。
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2026年１月31日現在

セグメントの名称 従業員数（人）

ファミリーマンション販売事業 17 (－)

資産運用型マンション販売事業 15 (－)

不動産賃貸管理事業 10 (－)

ビルメンテナンス事業 12 (27)

報告セグメント計 54 (27)

全社（共通） 27 (－)

合　計 81 (27)

2026年１月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円）

69 (－) 41.5 8.8 6,151

セグメントの名称 従業員数（人）

ファミリーマンション販売事業 17 (－)

資産運用型マンション販売事業 15 (－)

不動産賃貸管理事業 10 (－)

ビルメンテナンス事業 － (－)

報告セグメント計 42 (－)

全社（共通） 27 (－)

合　計 69 (－)

５【従業員の状況】

（1）連結会社の状況

（注）1．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パートタイマー）は、年間の平均人員を（　）外数で記載して

おります。

2．全社（共通）として記載されている従業員数は、企画・管理部門に所属しているものであります。

（2）提出会社の状況

（注）1．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パートタイマー）は、年間の平均人員を（　）外数で記載して

おります。

2．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金（通勤手当を除く）を含んでおります。

3．全社（共通）として記載されている従業員数は、企画・管理部門に所属しているものであります。

（3）労働組合の状況

　労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

（4）管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

　提出会社及び連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）及び

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の規定による

公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。

- 7 -



2027年１月期 2028年１月期 2029年１月期

計画値（注） 計画値（注） 計画値（注）

売　上　高 10,350 10,500 11,000

営 業 利 益 545 600 650

経 常 利 益 664 700 750

親会社株主に帰属する
当期純利益

440 460 500

2024年１月期 2025年１月期 2026年１月期

計画値
（注）

実績値
計画値
（注）

実績値
計画値
（注）

実績値

売　上　高 10,780 10,162 10,800 7,648 11,000 10,045

営 業 利 益 1,500 1,618 1,100 321 1,060 768

経 常 利 益 1,670 1,829 1,180 501 1,080 982

親会社株主に帰属する
当期純利益

1,140 1,262 800 341 730 695

第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

（1）経営方針

　当社グループは、適正な利益水準を保持しつつ、資産価値の高いマンションを継続して供給し、堅実な成長を果た

すことを目的として、2027年１月期から2029年１月期までの３ヶ年に係る中期経営計画を策定いたしました。

　当該中期経営計画における経営方針は次のとおりであります。

① ファミリーマンションの仕入においては、引き続き土地が高騰している福岡都市圏にこだわらず、より広域に

リサーチし、より慎重に条件を検討し、収益を確保できるプロジェクトを着実に推進する。また、当社の顧客層

を意識した価格設定をした上でなお、顧客に訴求する高付加価値の物件供給を行う。

② 資産運用型マンションにおいては、販売力の強化を図るとともに、販売方法の多角化を検討する。「顧客利益

の重視」と「コンプライアンス優先」の営業姿勢を基本とし、同時に当社のブランド評価が高まるような長期的

な顧客拡大に注力する。

③ 不動産賃貸管理事業においては、自社管理物件も含めた管理戸数を増加させ、かつ流出を防ぐ。賃貸募集の早

期完了及び空室率3％台の維持に努める。

④ ビルメンテナンス事業においては、工事請負案件の増加に努め、増加する管理物件に対応して人材を増強し、

サービス品質の向上を図るとともに、適正な管理料の確保に努める。

⑤ 自己資本を有効活用し、収益性の安定・向上と総資産・自己資本構成の最適化を目指し、株主価値の向上に努

める。

⑥ コンプライアンスを徹底し、拡大してきた業容や組織を管理できるよう企業統治改革を行い、フレキシブルで

サステナブルな企業経営を目指し、経営資源の選択と集中を実践する。

⑦ コーポレート・ガバナンス基準、内部統制基本方針等の実効的な運用に努める。

⑧ 著しい環境変化に対応できる柔軟な経営幹部を育成し、従業員満足度を高め、持続可能な人的資本経営を磨き

上げ、総合不動産業としてのビジネスにも果敢に挑戦する企業を目指す。

⑨ 当該中期経営計画における計画値

（単位　百万円）

（注）計画値は、2026年３月12日付「中期経営計画の策定に関するお知らせ」により公表しております。

⑩ 前中期経営計画における計画値と実績値

（単位　百万円）

（注）計画値は、2023年３月13日付「中期経営計画の策定に関するお知らせ」により公表しております。
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（2）経営環境

　当社グループが属する分譲マンション業界においては、建築資材価格の高止まりに加え、人手不足による人件費の

上昇が続いており、建築コストは依然として高く、販売価格も引き上げざるを得ない状況にあります。加えて、住宅

ローン金利の上昇による顧客の住宅取得負担額の増加も懸念されることから、需要動向を注視しながら柔軟な商品企

画・販売戦略が求められております。

　ファミリーマンション販売事業においては、核家族化が進み、消費者のライフスタイルが変化する一方、仕入れコ

ストの増加によるマンション価格の値上がりや金利の上昇に伴う住宅取得費用の負担増を余儀なくされており、コン

パクトマンションのような仕様やより慎重な価格設定を行い、需要を喚起できる高付加価値のマンションも開発する

必要があります。

　資産運用型マンション販売事業においては、福岡市の将来人口推計では人口増加は2040年まで続く見通しとなって

おり、賃貸需要は依然として増加傾向にあります。資産運用型マンションへの投資価値の優位性が維持されているも

のの、仕入原価が高騰している状況においては、設定賃料と販売価格とのバランスを重要視した慎重な価格の検討が

必要です。

　金融機関からの資金調達においては、良好な資金調達環境が続くものと考えられますが、金利は上昇局面を迎えて

おり、さらなる金利の上昇の可能性もあることから、プロジェクトの経費増加が懸念されます。今後は調達方法の多

様化や現預金の有効活用を検討しつつ、効率的な資金管理に取り組み、金融引締め、利上げ等の金利変動リスクの管

理が必要となります。

（3）優先的に対処すべき課題

　ファミリーマンションの企画・開発においては、土地が高騰している福岡都市圏にこだわらず、より広域にリサー

チし、条件を吟味して、事業用地の仕入を行います。また、首都圏においても安定したペースの開発を目指します。

　資産運用型マンションの企画・開発においては、建築費は高騰を続けているものの、福岡都市圏の賃料は上昇局面

を迎えており、マンション価格への転嫁や利回りの設定などを詳細に検討し、無理な仕入は行わず、市場動向や賃貸

需要を踏まえ、開発エリアをより柔軟に選定し、継続して用地確保に努めます。

　ファミリーマンション及び資産運用型マンションの販売のいずれにおいても、「顧客利益の重視」と「コンプライ

アンス優先」の営業姿勢を基本とし、今後の競合激化と販売物件や販売戸数の増加に備え、人員増を図り、その育成

に取り組みます。資産運用型マンション事業においては、従来の戸別販売の営業に加え、販売方法の多様化も検討し

ます。

　組織に関しては、ＤＸ化を推進し、情報管理等の業務の「見える化」を進め、ムリ・ムダを排除し、課題は迅速に

解決し、生産性の向上に取り組みます。また、人材の多様化を図り、能力と適性を発揮できる職場を整備します。社

員の学び直し(リスキリング)を支援する等、新しいことに果敢にチャレンジする企業風土の醸成を図るとともに、成

果は個人に還元し、更なる成長へのモチベーションを育み、中長期的な企業の成長につなげる好循環を目指します。
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２【サステナビリティに関する考え方及び取組】

　当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

　当社グループは、「理想のすまいへ飽くなき挑戦」という経営理念を掲げ、マンション開発に取り組んでおりま

す。マンションの開発は、お客様の住生活を充実させるだけでなく、街並みを変え、地域社会を活性化し、当社グル

ープと連携する様々な事業者の経済活動を刺激するプロジェクトと考えており、住宅事業に係るＣＳＲの充実が会社

の持続可能性の向上に不可欠であると考えております。また、気候変動などの地球環境問題への配慮、人権の尊重、

従業員の健康・労働環境への配慮や公正・適切な処遇、取引先との公正・適正な取引、自然災害等への危機管理な

ど、サステナビリティを巡る課題への対応は、リスクの減少のみならず収益機会にもつながる重要な経営課題である

と認識しております。中長期的な企業価値の向上の観点から、これらの課題に積極的・能動的に取り組むよう検討を

深め、課題解決に努めております。

(1）サステナビリティ全般に関する考え方及び取組

①ガバナンス

　当社グループでは、経営理念に立脚し、コーポレート・ガバナンスと同様の統制及び手続にてサステナビリティ

についても対応しております。具体的には取締役会及び監査等委員会を月１回以上開催し、サステナビリティ対応

を含む経営の意思決定プロセスの監視機能と業務執行の適正性を確保しております。取締役会では、議長を取締役

社長（代表取締役）である諸藤敏一が務めており、会社の業務の執行状況及びその重要な事項についての報告を受

け、審議を行い、業務執行の監督をしております。そのほかに、取締役会で決定された経営方針に基づき、経営会

議を原則として週１回開催しており、機動的に業務執行を行う体制をとっております。今後は、サステナビリティ

を巡る課題解決のため、サステナビリティ委員会等の設置を含め検討してまいります。

②リスク管理

　当社グループでは、サステナビリティに関する課題も含めて、発生したリスクまたは予見されるリスク及び機会

については、リスク管理規程に定めるリスク検討委員会において分析と識別を行い、再発防止策又は予防策を策定

し、取締役会に報告します。リスクの検証及び対策を講じる際には、必要に応じて顧問弁護士、公認会計士等の外

部専門家の助言を受けて対応する体制をとっております。

(2）人的資本・多様性への取組

①戦略

　当社グループは、企業価値の向上を目指して、人材の多様化を図り、能力と適性を発揮できる職場を整備し、人

材育成及び社内環境の整備に努めてまいります。人材育成に関して、社員の学び直し(リスキリング)を支援する

等、新しいことに果敢にチャレンジする企業風土の醸成を図るとともに、成果は個人に還元し、更なる成長へのモ

チベーションを育み、中長期的な企業の成長につなげる好循環を目指します。さらに、ＤＸ化の推進により生産性

の向上に取り組みます。

　当社グループの取り組みは以下のとおりです。

（人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する取り組み）

　人材育成・従業員エンゲージメントの向上

　・外部講習会・研修受講支援

　・宅地建物取引士等の資格取得者への資格手当の支給

　・全役職員向けコンプライアンス研修の実施

　・優秀者や顕著な功績を上げた社員の表彰制度

　・永年勤続表彰制度（10年・20年・30年）

　社内環境整備

　・有給休暇取得の推奨（半日単位での取得可）

　・子育て支援（育児休業、時短勤務、時間外労働の免除、各種祝い金）

　・介護支援（介護休業、時短勤務、労働免除）

　・ＤＸ化の推進

　・奨学金返還支援制度

②指標及び目標

　当社グループは、年齢、性別、国籍等を問わず採用を行っており、人材の多様性の確保に努めておりますが、現

時点で属性に基づく具体的な指標は設定しておりません。今後、取締役会において人材の育成及び社内環境整備に

関する方針に関する指標の策定に向けた議論を行い、必要に応じて指標及び目標の開示を検討してまいります。
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区　分
免許・登録

等の区分

免許・登録

等の内容
取消事由 有効期間

交付者

（免許番号）

当　社
宅地建物取引

業者免許

宅地建物取引

業の遂行
宅地建物取引業法　第66条

2021年６月22日～

2026年６月21日

国土交通大臣

(4)第7271号

㈱アールメン

テナンス

マンション管

理業者登録

マンション管

理業の遂行
マンションの管理の適正化
の推進に関する法律第83条

2024年５月８日～

2029年５月７日

国土交通大臣

(4)第093537号

３【事業等のリスク】

　有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成

績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性のあると認識している主要なリスクは、以下のとおり

であります。

　なお、文中の将来に関する事項は、本書類提出日現在において当社グループが判断したものであります。

① 法的規制等について

　当社グループの属する不動産業界は、宅地建物取引業法、不当景品類及び不当表示防止法、住宅の品質確保の促進

等に関する法律、マンションの管理の適正化の推進に関する法律等により法的規制を受けております。事業を営むに

当たり必要な免許の取消、更新欠格・登録失効、あるいは、関係法規の新設・改廃があった場合、当社グループの事

業の継続に支障をきたすとともに、その業績に影響を及ぼす可能性があります。

② 瑕疵担保責任及び契約不適合責任について

　「住宅の品質確保の促進等に関する法律」では、新築住宅の基本構造部分及び雨水の浸水を防止する部分につい

て、供給事業者に対する10年間の瑕疵担保責任が義務付けられており、その他の部分については「宅地建物取引業

法」により住宅の引渡日から2年以上の契約不適合責任期間を設定することが義務付けられています。当社は、十分

な設計技術・建築技術を有する設計事務所及び建設会社に業務を委託するとともに、設計段階から建設工事過程の重

要な時点において、独自に検査・確認し、品質管理に万全を期しております。また、「特定住宅瑕疵担保責任の履行

の確保等に関する法律」（2009年10月施行）に基づき、新規物件については住宅瑕疵担保保険に加入しております。

しかしながら、保険未加入物件の瑕疵担保責任、保険加入物件の保証限度を超える瑕疵担保責任、または契約不適合

責任が発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

③ 事業用地の仕入れについて

　当社は、事業基盤である福岡都市圏を中心に、不動産業者、建設会社、設計事務所及び金融機関等のネットワーク

を活用し、迅速な意思決定により、事業効率に優れた用地を取得してまいりました。しかしながら、地価の上昇や、

用地取得の競合等からその取得が困難になった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、当社は、事業用地の売買契約の際、一定の調査を行った上、土壌汚染等の問題がないことを確認しておりま

すが、着工後に問題が発覚した場合や、売主が契約不適合責任を遂行しない場合は、プロジェクト開発計画に支障を

きたし、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

④ 資金調達について

　当社グループは、事業用地の取得資金及び建設費用等を、主として金融機関からの借入により調達しております

が、各金融機関との関係強化を図るとともに、公募増資、社債発行、他社との共同事業など、資金調達の円滑化、多

様化に努めてまいりました。しかしながら、金融情勢の悪化等により、当社の資金調達に支障が生じた場合、販売物

件を計画どおりに供給することが困難となり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑤ 建設工事の外注について

　当社は、マンションの建設については、プロジェクトごとに建設会社の施工能力、施工実績、財務内容等を慎重に

勘案した上で、工事請負契約を締結しております。また、当社の建築管理担当者（１級建築施工管理技士）が、工程

会議への出席、監理報告書の確認を行い、施工品質、設計・施工監理状況を監督し、建設工事の工程管理及び品質管

理に万全を期しております。

　しかしながら、想定外の建築コストの上昇、建設会社による選択受注、建設会社の経営破綻、施工品質の欠陥等の

問題が発生した場合、プロジェクトの開発計画に支障をきたし、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。また、物件完成後、建設会社の経営破綻等により工事請負契約に基づく瑕疵担保責任が履行されなかった場合、

当社に補修等の義務が生じ、想定外の費用が発生して、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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区　　分
2024年１月期

（連結）

2025年１月期

（連結）

2026年１月期

（連結）

有利子負債残高（Ａ）（千円） 3,025,291 5,125,040 7,253,216

総資産額（Ｂ）（千円） 14,676,241 17,021,767 19,773,825

有利子負債依存度（％）（Ａ／Ｂ） 20.6 30.1 36.7

売上高（千円） 10,162,858 7,648,834 10,045,621

営業利益（Ｃ）（千円） 1,618,095 321,826 768,792

支払利息（Ｄ）（千円） 56,178 57,029 115,318

（Ｄ／Ｃ）（％） 3.5 17.7 15.0

⑥ 金利の上昇について

　当社グループの有利子負債残高は以下の表のとおりであります。ファミリーマンション販売事業及び資産運用型マ

ンション販売事業においては、引き続きプロジェクト開発案件の拡大を図ることから、総資産に占める有利子負債の

比率が高い水準で推移することが想定されますが、今後の市場金利が想定を超えて上昇した場合、支払利息等の増加

により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、市場金利の上昇に伴ってローン金利が上昇した場合、住宅ローン等を利用する顧客の購買力が低下するた

め、販売計画の遂行が困難となり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑦ 近隣住民の反対運動について

　当社は、マンションの建設にあたり、関係する法律、自治体の条例等を十分検討した上、周辺環境との調和を重視

した開発を企画するとともに、周辺住民に対する事前説明会の実施等適切な対応を講じており、現在まで、近隣住民

との重大な摩擦は発生しておりません。

　しかしながら、今後、建設中の騒音、電波障害、日照問題、景観変化等を理由に近隣住民の反対運動が発生する可

能性があり、問題解決のための工事遅延や追加工事費用が発生する場合やプロジェクト開発が中止に至る場合、当社

グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑧ 個人情報の管理について

　当社グループは、既存顧客・契約見込客等の個人情報を保有しており、個人情報保護法に基づくプライバシーポリ

シーを制定し、個人情報を含む各種書類管理の徹底、電子的データのセキュリティ管理に努めております。また、

2016年１月の個人番号（マイナンバー）制度導入に伴い、取引先・役職員の個人番号情報の取扱いについて、「行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、厳格な管理体制を構築しておりま

す。これらの個人情報等の取扱いについては、今後も細心の注意を払ってまいりますが、不測の事態によって外部へ

の情報漏洩が発生した場合、当社グループへの信用低下や損害賠償請求による費用発生等により、当社グループの業

績に影響を及ぼす可能性があります。

⑨ 事業エリアについて

　当社グループは、福岡都市圏を中心に事業を展開し、当該地域に経営資源を集中することにより、効率的な事業運

営を行ってまいりました。このことから、当社グループの業績は、福岡市を中心とする福岡県内の経済状況、雇用状

況、賃貸需要、地価の動向等の影響を受ける可能性があります。また、当社グループが資産運用型マンションを供給

する福岡市では、「福岡市建築紛争の予防と調整に関する条例」等による規制が制定され、ワンルームマンションに

おける管理人室の設置、駐車・駐輪施設の設置等が義務付けられております。当社は、プロジェクト開発にあたり、

これらの規制に適切に対応してまいりましたが、今後の規制変更等により対応が困難となった場合、当社グループの

業績に影響を与える可能性があります。

　なお、当社グループは、業容の拡大及び事業エリア集中によるリスクの回避を目的とし、ファミリーマンション販

売事業において、引き続き首都圏及び九州各県の中核市における事業展開に取り組んでまいります。しかしながら、

競合激化により、当初期待した収益を確保できない場合や安定した事業運営ができない場合、当社グループの業績に

影響を及ぼす可能性があります。
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第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 合　計

2024年１月期（連結） 964,953 138,384 86,716 1,894,202 3,084,258

2025年１月期（連結） 70,045 1,494,115 177,417 1,911,090 3,652,668

2026年１月期（連結） 436,086 1,402,649 528,290 3,919,975 6,287,001

⑩ 在庫リスクについて

　当社グループは、中期的な経済展望に基づき、事業用地の仕入れ、マンションの企画・販売を行い、物件の早期完

売に努めております。しかしながら、建築コストの上昇、急激な景気の悪化、金利の上昇、住宅関連税制の改廃等に

より、販売計画の遂行が困難となり、著しい完成在庫の増加やプロジェクトの遅延が発生した場合、資金収支の悪化

を招く可能性があります。また、「棚卸資産の評価に関する会計基準」により、時価が取得原価を下回った販売用不

動産、仕掛販売用不動産の評価損が計上された場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑪ 資産運用型マンションの販売について

　顧客の資産運用型マンション経営においては、賃貸入居率の悪化、家賃相場の下落による賃貸収入の低下及び金利

上昇による返済負担の増加等のリスクが発生する可能性があります。当社グループは、これらのリスクを十分に事前

説明するとともに、不動産賃貸管理請負契約に基づき、顧客のマンション経営をサポートしてまいりましたが、今

後、当該リスクの増大やローン審査の厳格化等により、顧客の購買力が低下した場合、資産運用型マンションの販売

計画の遂行が困難となり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、資産運用型マンションが、投資商品の側面を有することから、その販売方法について法的規制等が強化さ

れ、その対応に期間や費用を著しく要する場合、資産運用型マンションの販売計画に支障をきたし、当社グループの

業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑫ ファミリーマンションの引渡し時期による業績の変動について

　ファミリーマンション販売事業においては、売上高を計上する基準である顧客への物件引渡し時期が、物件の完成

時期に集中するため、年度毎、四半期毎の業績は大きく変動する可能性があり、当社グループの業績を判断する際に

は、この業績の時期的偏重について留意する必要があります。また、天災や不測の事態等により、完成時期の著しい

遅延が発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

　［四半期毎のファミリーマンション販売事業の売上高の推移　（単位　千円）］
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４【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（1）経営成績等の状況の概要

　当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の概要は次のとおりで

あります。

① 経営成績の状況

　当連結会計年度における我が国経済は、個人消費の持ち直しや企業収益の改善を背景に、緩やかな回復基調が続

いているものの、エネルギー価格の変動や物価上昇の影響に加え、海外経済の減速懸念や中東情勢を含めた地政学

リスクの高まりなど、依然として先行きは不透明感が残っております。

　当社グループが属する分譲マンション業界においては、建築資材価格の高止まりに加え、人手不足による人件費

の上昇が続いており、建築コストは依然として高く、販売価格も引き上げざるを得ない状況にあります。加えて、

住宅ローン金利の上昇による顧客の住宅取得負担額の増加も懸念されることから、需要動向を注視しながら柔軟な

商品企画・販売戦略が求められております。

　このような事業環境のもと、当社グループは、ファミリーマンション及び資産運用型マンションの販売を継続し

て行うとともに、新規物件の開発に取り組みました。

　この結果、売上高 10,045,621千円（前期比31.3％増）、営業利益 768,792千円（前期比138.9％増）、経常利益 

982,294千円（前期比96.0％増）、親会社株主に帰属する当期純利益 695,704千円（前期比104.0％増)となりまし

た。

セグメント別の経営成績は次のとおりであります。

（ファミリーマンション販売事業）

　福岡県福岡市で３棟（グランフォーレ姪浜駅南レジデンス、グランフォーレ室見レジデンス、グランフォーレ西

新ナチュリア）、栃木県小山市で１棟（グランフォーレ小山城山町）を完成させ、鹿児島県鹿児島市で１棟、福岡

県福岡市では３棟の引渡しを完了し、前期繰越在庫を含む128戸（前期は77戸）を引渡しました。また、福岡県久留

米市で１棟（グランフォーレ日吉プレシャス）の販売を開始したほか、完売した４棟を含めた、福岡県福岡市で４

棟、福岡県春日市で１棟、鹿児島県鹿児島市で２棟、山口県下関市で１棟、栃木県小山市で１棟の販売を継続し、

順調に契約高を積み上げました。この結果、売上高 6,287,001千円（前期比72.1％増）となり、セグメント利益 

712,428千円（前期比455.8％増）となりました。

（資産運用型マンション販売事業）

　福岡県福岡市で１棟（グランフォーレプライム千早）、福岡県久留米市で１棟（グランフォーレ久留米駅プレミ

ア）を完成させ、前期繰越在庫を含む151戸（前期は124戸）を引渡しました。この結果、売上高 3,018,792千円

（前期比31.7％増）、セグメント利益 239,314千円（前期比1,364.6％増）となりました。なお、前期比の利益変動

は、前期はなかった新規物件の完成が、当連結会計年度では２棟あり、収益面での改善が見られたことによるもの

です。

（不動産賃貸管理事業）

　当連結会計年度の資産運用型マンション新規物件は２棟が完成しましたが、物件の売却などに伴う管理会社の変

更などにより、管理戸数は3,352戸（前期は3,502戸）となり、売上高 316,001千円（前期比2.6％減）、セグメント

利益 63,253千円（前期比0.9％減）となりました。

（ビルメンテナンス事業）

　マンション管理業、保守・点検業、工事請負業を継続して行い、売上高 354,700千円（前期比3.1％増）、セグメ

ント利益 64,079千円（前期比16.0％増）となりました。

（その他の事業）

　不動産売買の仲介業を行い、売上高 69,125千円（前期比93.3％減）、セグメント利益 47,373千円（前期比

89.3％減）となりました。なお、前期比の変動は、前期に販売用土地（福岡市）の売却があったためであります。
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② キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ 

433,440千円増加し、4,672,693千円となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は 1,264,596千円（前期は 1,136,820千円の使用）となりました。これは主とし

て、税金等調整前当期純利益が 982,294千円となったものの、棚卸資産の増加額が 2,295,502千円となったことに

よるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は 114,088千円（前期は 842,871千円の使用）となりました。これは主として、定

期預金の払戻による収入が 1,032,700千円となったものの、固定資産の取得による支出 1,022,154千円、定期預金

の預入による支出 128,711千円があったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果獲得した資金は 1,812,125千円（前期は 1,718,977千円の獲得）となりました。これは主とし

て、プロジェクト開発の進捗及び固定資産の取得に伴い、長期借入金の返済による支出 3,955,624千円となったも

のの、長期借入れによる収入が 5,159,800千円、短期借入金の増加額が 924,000千円となったことによるものであ

ります。

- 15 -



セグメントの名称

当連結会計年度
（自　2025年２月１日

至　2026年１月31日)

期中契約高 年度末契約残高

戸数
（戸）

金額
（千円）

前年同期比
（％）

戸数
（戸）

金額
（千円）

前年同期比
（％）

ファミリーマンション販売事業 168 7,792,404 231.6 69 2,774,070 216.4

資産運用型マンション販売事業 157 3,209,157 141.1 20 394,603 144.3

合計 325 11,001,561 195.1 89 3,168,674 203.7

セグメントの名称

当連結会計年度
（自　2025年２月１日

至　2026年１月31日）

戸数（戸） 金額（千円） 前年同期比（％）

ファミリーマンション販売事業 128 6,287,001 172.1

資産運用型マンション販売事業 151 3,018,792 131.7

不動産賃貸管理事業 316,001 97.4

ビルメンテナンス事業 354,700 103.1

報告セグメント計 279 9,976,496 150.9

その他の事業 69,125 6.7

合計 279 10,045,621 131.3

③ 生産、受注及び販売の実績

a. 生産実績

　該当事項はありません。

b. 契約実績

　当連結会計年度における契約実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

（注）不動産賃貸管理事業、ビルメンテナンス事業及びその他の事業については、事業の性質上、契約実績の表示が馴染

まないため記載しておりません。

c. 販売実績

　当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

（注）1．セグメント間の取引については相殺消去しております。

2．その他の事業は、仲介業が含まれております。

3．最近２連結会計年度の主な相手先別の売上実績および当該売上実績の総売上実績に対する割合は、当該割合が

10％以上の相手先がないため省略しております。
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2024年１月期 2025年１月期 2026年１月期

自己資本比率（％） 69.7 60.0 53.9

時価ベースの自己資本比率（％） 69.1 39.1 34.2

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 248.4 △450.8 △573.6

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 21.7 △19.9 △11.0

（2）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

　経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

　なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

① 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

a. 当連結会計年度の財政状態の分析

　当連結会計年度末の資産は、前連結会計年度末に比べ 2,752,057千円増加し 19,773,825千円となりました。これ

は主として、自己資金による土地の取得や剰余金の配当により現金及び預金が 470,548千円減少したものの、開発

の進捗に伴い仕掛販売用不動産が 1,772,087千円、販売用不動産が 523,484千円増加し、また物流倉庫の建設によ

り建物及び構築物（純額）が 995,718千円増加したことによるものであります。

　当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べ 2,357,751千円増加し、9,113,678千円となりました。これ

は主として、プロジェクトの進捗や物流倉庫新設に伴い長期借入金が 1,199,286千円、短期借入金が 924,000千円

増加したことによるものであります。

　当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末に比べ 394,306千円増加し 10,660,146千円となりました。これ

は主として、親会社株主に帰属する当期純利益及び剰余金の配当によるものであります。

b. 当連結会計年度の経営成績の分析

　「４ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（1）経営成績等の状況の概要 ① 

経営成績の状況」に記載のとおりであります。

c. 経営成績に重要な影響を与える要因について

　「３ 事業等のリスク」に記載のとおりであります。

d. 資本の財源及び資金の流動性についての分析

「４ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（1）経営成績等の状況の概要 ② 

キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。

　キャッシュ・フロー指標の推移は、次のとおりであります。

（注）1．各指標の算出は以下の算式を使用し、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

2．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

3．有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象と

しております。

当社グループは、販売や賃貸による資金回収を着実に実行しておりますが、業容の拡大に伴い、事業用地の取得

及び建築の委託等を先行して行うため、その仕入資金及び金融機関からの調達資金が増加する見込みであります。

所有している賃貸ビルの収支状況は良好であり、当社グループと金融機関との関係は良好であるものの、今後の有

利子負債の増加に対しては、資金調達方法の効率化に取り組み、コスト削減を図るほか、自己資金の効率的な活用

も行ってまいります。

e. 経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

「１ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（1）経営方針 ⑨⑩」の中期経営計画における計画値及び実績

値に記載のとおりであります。

② 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づき作成され

ております。この連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要

なものについては、「第５ 経理の状況　１　連結財務諸表等　（１）連結財務諸表　注記事項（重要な会計上の見

積り）」に記載のとおりであります。
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５【重要な契約等】

　該当事項はありません。

６【研究開発活動】

　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　該当事項はありません。

2026年１月31日現在

事業所名

（所在地）
セグメントの名称

設備の

内容

帳簿価額（千円）
従業員数

（人）建物
土地

（面積㎡）

リース

資産
その他 合計

本社

（福岡市中央区）

ファミリーマンション販売事業

資産運用型マンション販売事業

不動産賃貸管理事業

その他の事業

事務所 64,004
75,179

(849.09)
19,050 4,983 163,217

65

(－)

グランフォーレプ

ライム西新店舗

（福岡市早良区）

不動産賃貸管理事業 賃貸施設 1,870
6,341

(47.74)
－ 0 8,212

－

(－)

ＧＦ－ＳＱＵＡＲ

Ｅ大名ビル

（福岡市中央区）

不動産賃貸管理事業 賃貸施設 28,386
243,330

(376.35)
－ 0 271,717

－

(－)

グランフォーレ春

日原店舗

（福岡県大野城市）

不動産賃貸管理事業 賃貸施設 7,677
3,220

(31.35)
－ － 10,897

－

(－)

ＧＦ－ＬＯＧＩ基

山センター

（佐賀県三養基郡

基山町）

不動産賃貸管理事業 賃貸施設 1,003,140
852,727

(8,220.83)
－ 62,759 1,918,627

－

(－)

東京支店

（東京都千代田区）

ファミリーマンション販売事業

その他の事業
事務所 －

－

(62.06)
－ 127 127

4

(－)

2026年１月31日現在

会社名
事業所名

（所在地）

セグメントの

名称

設備の

内容

帳簿価額（千円）
従業員数

（人）建物
土地

(面積㎡)

リース

資産
その他 合計

株式会社アールメ

ンテナンス

南福岡事業所

（福岡市博多区）

ビルメンテナン

ス事業
事務所 1,377

－

(207.90)
－ － 1,377

12

（27）

２【主要な設備の状況】

　当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。

（1）提出会社

(注）1．帳簿価額のうち「その他」は、構築物及び工具器具備品であります。

2．本社の土地面積には、賃貸事務所の賃貸借により使用している契約面積303.18㎡を含めて記載しております。

3．東京支店の土地面積は、賃貸借により使用している契約面積を記載しております。

4．従業員数の（　）は、平均臨時雇用者数（パートタイマー）を外書しております。

（2）国内子会社

（注)1．土地面積は、賃貸借により使用している契約面積を記載しております。

2．従業員数の（　）は、平均臨時雇用者数（パートタイマー）を外書しております。

３【設備の新設、除却等の計画】

　当連結会計年度末において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 32,000,000

計 32,000,000

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（1）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類
事業年度末現在発行数（株）

（2026年１月31日）

提出日現在発行数（株）

（2026年４月９日）

上場金融商品取引所名 又は

登録認可金融商品取引業協会名
内容

普通株式 10,368,000 10,368,000

東京証券取引所

（スタンダード市場）

福岡証券取引所

単元株式数100株

計 10,368,000 10,368,000 － －

②【発行済株式】

（2）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（3）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

年月日
発行済株式総数

増減数（株)

発行済株式総数

残高（株）

資本金増減額

（千円）

資本金残高

（千円）

資本準備金

増減額（千円）

資本準備金残高

（千円）

2017年11月15日（注） 260,000 10,368,000 159,178 1,562,450 159,178 1,431,450

（4）【発行済株式総数、資本金等の推移】

（注）有償第三者割当（オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資）

発行価格　　　　　　 1,224.45円

資本組入額　　　　　　612.225円

払込金総額　　　　　　318,357千円

割当先　　　　ＳＭＢＣ日興証券㈱

2026年１月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株） 単元未満

株式の状況

（株）

政府及び地

方公共団体
金融機関

金融商品

取引業者

その他

の法人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － － 9 100 11 22 13,838 13,980 －

所有株式数

（単元）
－ － 208 28,851 122 36 74,299 103,516 16,400

所有株式数の

割合（％）
－ － 0.20 27.87 0.12 0.03 71.78 100.00 －

（5）【所有者別状況】

（注）自己株式 211,287株は、「個人その他」に 2,112単元、87株は「単元未満株式の状況」に含めて記載しておりま
す。
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2026年１月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

（株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

諸藤　敏一 福岡市中央区 2,504,000 24.65

株式会社ＴＭＩトラスト 福岡市中央区平尾浄水町13－19 2,100,000 20.68

グランフォーレ会 福岡市中央区赤坂１－15－30 282,600 2.78

株式会社合人社計画研究所 広島市中区袋町４－31 120,000 1.18

株式会社旭工務店 福岡市博多区博多駅南５－10－13 96,000 0.95

コーセーアールイー役員持株会 福岡市中央区赤坂１－15－30 85,900 0.85

九州建設株式会社 福岡市博多区博多駅南１－８－31 80,000 0.79

株式会社三広 福岡市中央区天神４－６－３ 64,000 0.63

株式会社ウェルホールディングス 福岡市中央区天神２－14－２ 60,000 0.59

株式会社曙設備工業所 福岡市早良区田村４－15－10 40,000 0.39

計 － 5,432,500 53.49

（6）【大株主の状況】

（注）上記のほか、自己株式が 211,287株あります。

2026年１月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 211,200 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 10,140,400 101,404 －

単元未満株式 普通株式 16,400 － －

発行済株式総数 10,368,000 － －

総株主の議決権 － 101,404 －

（7）【議決権の状況】

①【発行済株式】

（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式 87株を含んで記載しております。

2026年１月31日現在

所有者の氏名

又は名称
所有者の住所

自己名義所有

株式数（株）

他人名義所有

株式数（株）

所有株式数の

合計（株）

発行済株式総数に

対する所有株式数

の割合（％）

株式会社コーセー

アールイー

福岡市中央区赤坂

１－15－30
211,200 － 211,200 2.04

計 － 211,200 － 211,200 2.04

②【自己株式等】

（注）上記のほかに単元未満株式を 87株保有しております。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

(1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2)【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

区分 株式数（株） 価額の総額（千円）

当事業年度における取得自己株式 1 0

当期間における取得自己株式 － －

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

（注）当期間における取得自己株式には、2026年４月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる

株式数は含まれておりません。

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額

（円）
株式数（株）

処分価額の総額

（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る

移転を行った取得自己株式
－ － － －

その他

（－）
－ － － －

保有自己株式数 211,287 － 211,287 －

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

（注）当期間における保有自己株式には、2026年４月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式は含まれておりません。

決議年月日 配当金の総額（円） １株当たり配当額（円）

2026年４月23日
243,761,112 24

定時株主総会決議（予定）

３【配当政策】

　当社の配当政策は、当社制定のコーポレート・ガバナンス基準により、連結配当性向30％を重要な指針とし、株主

資本の水準を勘案して決定することを基本方針としておりますが、安定配当と株主還元の充実を図るため、当期は配

当性向30％の方針を排除した配当を行います。

　当社は、期末配当として年１回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、期末配当の決定機関は株主総会

であります。

　当事業年度（2026年１月期）の期末配当につきましては、上記の配当政策を踏まえ、１株当たり24円を2026年４月

23日開催予定の定時株主総会にて決議して、実施する予定であります。

　なお、当社は、会社法第454条第５項の規定に基づき、「取締役会の決議により毎年７月31日を基準日として、中

間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。

　　当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社は、経営の効率性、透明性、健全性、公正性の向上を図り、株主や投資家をはじめとして、顧客、従業員、取

引先、金融機関等のステークホルダーの立場に立って企業価値を最大化することをコーポレート・ガバナンスの基本

的な方針としております。

　また、当社は、法令等や社会ルールを遵守することが企業の重要な社会的責任であることを認識し、事業運営に際

しては、宅地建物取引業法をはじめとする各種法令・規制を遵守するほか、不公正な取引の防止、反社会的勢力の排

除、資産の保全等、企業倫理のあり方について「コーセーアールイー行動規範」を定め、全役職員に対し、コンプラ

イアンスの周知徹底を図っております。

① 企業統治の体制

a．企業統治の体制の概要

　当社は、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を置き、企業統治の基本体制としております。取締役会及び

監査等委員会は月１回以上開催され、経営の意思決定プロセスの監視機能と業務執行の適正性を確保しておりま

す。

　会社の機関・内部統制の関係は、次の図のとおりであります。
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役職名 氏名 取締役会 経営会議
監査等

委員会

指名・報酬

諮問委員会

取締役社長

(代表取締役)
諸藤　敏一 ◎ ◎ － 〇

専務取締役

営業本部長 兼アセットマネジメ

ント営業部長

山本　 健 〇 〇 － －

取締役

レジデンシャル営業部長
西川　孝之 〇 〇 － －

取締役

事業部長
國分　正剛 〇 〇 － －

取締役

管理部長
土橋　一仁 〇 〇 － －

社外取締役

(監査等委員)
井手　森生 〇 － 〇 〇

社外取締役

(監査等委員)
柳澤　賢二 〇 － ◎ ◎

社外取締役

(監査等委員)
森川　康朗 〇 － 〇 〇

　当社の取締役会、経営会議、監査等委員会及び指名・報酬諮問委員会の構成員は以下のとおりです。

　なお、議長、委員長には◎を記載しております。

　上記の図は有価証券報告書提出日現在の状況です。

　なお、2026年４月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を

除く。）５名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決され、当該定時株主総会の直後に開催が予定さ

れている取締役会の議案が決議された場合、取締役会並びに指名・報酬諮問委員会の員数及び構成に変更はありま

せん。役職名については、後記「（２）役員の状況 ①役員一覧 b.」のとおりであります。

b．当該体制を採用する理由

　当社の取締役会は、業務執行取締役５名と監査等委員である取締役３名で構成され、重要な業務執行の決定を

業務執行取締役全員で構成する経営会議に委任して機動的な業務執行を可能とするとともに、経営会議に委任し

ていない重要事項を決定するほか、事業概況の月次報告並びに経営会議決議事項の報告を受け、経営計画の遂行

状況の確認及び業務執行の適正性の監督を行っております。

　また、当社の監査等委員会は、社外取締役３名で構成され、常勤の監査等委員を選定していないものの、会計

監査人、内部監査室及び監査等委員会の補助者と連携を図り、会社グループの内部統制システムを通じて、充分

な情報収集及び的確な監査業務を行っております。

　これらのことから、当該体制は、当社グループの業容に最適な企業統治体制であるものと判断しております。

c．内部統制システムの整備の状況

　当社は、監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役会において内部統制システムの整備に関する基本方針

を決議いたしました。その内容は以下のとおりであります。

（監査等委員会の補助体制）

ア．監査等委員会は、その職務の補助を担当する使用人（以下、補助者という。）に対し、監査等委員会の事

務及び会社グループの情報収集等を指示する。補助者はその指示内容について守秘義務を負い、取締役（監

査等委員であるものを除く。）の指揮命令を受けない。

イ．監査等委員会は、内部監査担当に対し、その監査業務に必要な調査等を指示する。内部監査担当はその指

示内容について守秘義務を負い、取締役社長の指揮命令を受けない。

ウ．監査等委員会は、前述の者のほか必要に応じ、補助者の設置を会社に要請することができる。

（監査等委員会の補助者の独立性）

ア．監査等委員会の補助者及び内部監査担当の採用、異動、懲戒及び人事考課は監査等委員会の同意を得て行

う。

イ．会社グループの取締役及び従業員は監査等委員会の補助者の業務遂行に対して協力し一切の制約を行わな

い。
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（監査等委員会への報告体制）

ア．会社グループの取締役及び従業員は、監査等委員会又は監査等委員会が選定した監査等委員から、業務執

行に関する事項について報告を求められたとき、速やかにかつ正確に報告する。

イ．会社グループの取締役及び従業員は、業務又は財務の状況に重要な影響を与えるおそれのある事項を発見

したとき、直ちにその旨と内容を、監査等委員会又は監査等委員会が選定した監査等委員に報告する。

ウ．監査等委員会又は監査等委員会が選定した監査等委員に報告した者は、リスク管理規程に定める内部通報

制度に基づき、いかなる不利益も受けない。

（監査の実効性の確保）

ア．監査等委員会又は監査等委員会が選定した監査等委員は、取締役社長と定期的に会合し、経営方針、対処

すべき課題、事業等のリスク、監査のための体制整備、監査上の重要な事項について、意見交換を行う。

イ．監査等委員会は、定期的に内部監査担当を出席させ、内部監査の実施結果を報告させる。

ウ．監査等委員会規程に定める監査等委員会の職務の執行に係る費用は、会社が負担する。

（指名・報酬諮問委員会の体制）

当社は、取締役会の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」を設置する。委員構成は、社外取締役３名、

社内取締役1名（社外取締役が過半数）とし、委員長は、独立社外取締役が務めている。

指名・報酬諮問委員会の目的は、取締役の指名及び取締役の個人別の報酬等について審議することにより、

社外取締役の知見及び助言を活かすとともに、取締役の指名及び取締役の個人別の報酬等の決定に関する手続

の客観性及び透明性を確保し、取締役会の監督機能を向上させ、コーポレート・ガバナンス機能の更なる充実

を図る。

（情報の管理体制）

　取締役の職務の執行状況に係る取締役会議事録、経営会議議事録、稟議書、関連資料等は、法令及び文書取

扱規程に基づき作成、保存するとともに、取締役、会計監査人、内部監査担当及び監査等委員会の補助者は、

随時これらを閲覧できる。

（リスク管理体制）

ア．会社グループで発生したリスク又は予見されるリスクについては、リスク管理規程に定めるリスク検討委

員会において分析と識別を行い、再発防止策又は予防策を策定し取締役会に報告するとともに、その実施を

求める。

イ．会社は、有事の際の事業継続に備え、会社グループの取締役及び従業員に対し、事業継続（ＢＣＰ）マニ

ュアルを整備し、必要に応じて適切な見直しを図る。

（業務執行の妥当性の確保）

ア．取締役会は、会社グループの中期経営計画及び年間活動計画を決定する。また、毎月１回以上開催し、取

締役社長から、子会社を含む月次の事業概況報告のほか、経営会議決議事項の報告を受け、その進捗状況を

確認する。

イ．取締役社長は、原則毎週１回、経営会議を開催し、取締役会に委任された事項を決議するほか、職務権限

規程に基づく事項を協議して決定する。監査等委員は、経営会議に参加して決議及び協議の状況を確認でき

る。

ウ．各部門は、業務分掌規程及び職務権限規程に基づいて効率的に業務を遂行し、営業会議、企画会議等に業

務執行取締役全員が出席して、その遂行状況を確認する。

（コンプライアンス体制）

ア．会社グループの取締役及び従業員は、経営理念「理想の住まいへ飽くなき挑戦」のもと、コーセーアール

イー行動規範及びコンプライアンスマニュアルに基づいて行動する。管理部は、子会社も含め、定期的に及

び必要に応じて臨時に、コンプライアンスに関する啓蒙・教育研修を実施する。

イ．内部監査担当は、会社グループの業務遂行におけるコンプライアンスの状況の監査を定期的に行い、取締

役社長及び監査等委員会に報告する。

ウ．会社グループの従業員は、法令・定款等に違反する事実を発見した場合、内部通報制度を利用して、コン

プライアンス担当取締役及び監査等委員会に、その旨と内容を直接通報できる。また、管理部は、コンプラ

イアンス研修等において、当該制度の周知を図る。

エ．会社グループは、反社会的勢力への対応マニュアルを運用し、反社会的勢力との関係を一切遮断する。継

続取引先については定期に、新たな取引先については都度、可能な限りの調査を行うとともに、警察、暴力

追放運動センター、弁護士等の外部専門機関との連携を保持する。
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（会社グループの管理体制）

ア．子会社の取締役社長は、毎月、会社の関係会社管理担当取締役に事業概況報告を行う。

イ．会社グループとしてのリスク管理体制及びコンプライアンス体制（前述）により、子会社の業務の適正性

を確保する。管理部長は、関係会社管理規程に基づいて子会社の統括的な管理を行うとともに、子会社の会

計状況を定期的に監督する。内部監査担当は、定期的に業務の適正性に係る内部監査を実施し、会社の取締

役社長、管理部長及び監査等委員会に報告する。

ウ．取締役会は、会社グループの財務報告に係る内部統制実施基準を事業年度毎に制定する。内部監査担当

は、当該基準に基づいて監査を行い、会社の取締役社長及び監査等委員会に報告する。

d．リスク管理体制の整備の状況

　「c．内部統制システムの整備の状況（リスク管理体制）」に記載のとおりであります。なお、リスクの検証及

び対策を講じる際には、必要に応じて顧問弁護士、公認会計士等の外部専門家の助言を受けております。

e．子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

　「c．内部統制システムの整備の状況（会社グループの管理体制）」に記載のとおりであります。

f．責任限定契約の内容の概要

　当社は、本書提出日において、監査等委員である取締役３名及び会計監査人 有限責任監査法人トーマツと、当

社定款の定めにより、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損

害賠償責任の限度額は、監査等委員である取締役及び会計監査人が当社から受け又は受けるべき財産上の利益の

額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に二を乗じた額であります。

g．役員等賠償責任保険契約の内容の概要

　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。

当該保険契約の被保険者の範囲は当社グループの全役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該

保険契約により被保険者の職務執行に起因して保険期間中に損害賠償請求された場合の損害賠償金及び争訟費用

等の損害が填補されることとなります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするた

め、公序良俗に反する行為の場合には填補の対象としないこととしております。また、次回更新時には同内容

で、これを更新する予定であります。
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役職名 氏名 取締役会出席状況

取締役社長

(代表取締役)
諸藤　敏一 15／15回

専務取締役

営業本部長 兼アセットマネジメント営業部長
山本　健 15／15回

取締役

レジデンシャル営業部長
西川　孝之 15／15回

取締役

事業部長
國分　正剛 15／15回

取締役

管理部長
土橋　一仁 15／15回

社外取締役

(監査等委員)
井手　森生 15／15回

社外取締役

(監査等委員)
柳澤　賢二 15／15回

社外取締役

(監査等委員)
森川　康朗 15／15回

h．取締役会、経営会議及び指名・報酬諮問委員会の活動状況

（取締役会）

　取締役会の議長は取締役社長（代表取締役）である諸藤敏一が務めております。取締役会は毎月１回以上開催

し、会社の業務の執行状況及びその重要な事項を取締役社長またはその業務を担当する取締役が報告いたします。

また、取締役会が定款に基づき経営会議へ委任した重要な業務執行については、取締役会へ報告いたします。な

お、2026年４月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除

く。）５名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決され、当該定時株主総会の直後に開催が予定され

ている取締役会の議案が決議された場合、取締役会の構成は、後記「（２）役員の状況 ①役員一覧 b.」のとおり

であります。

　当事業年度においては、経営会議に委任した重要な業務執行の決議事項の報告、月次決算・四半期決算、予算

等年度実施計画、中期経営計画、取締役の選定、株主総会へ提出する議案の決定、子会社の取得に関する事項な

ど、経営に関する重要事項等を審議いたしました。

（経営会議）

　経営会議は、取締役会で決定された経営方針に基づき、業務執行に関する重要な事項を協議しております。原

則として週１回開催し、決議事項については次回の取締役会にその旨と内容を報告いたします。

　当事業年度においては販売用不動産・仕掛販売用不動産・固定資産の取得、入札の参加、借入、重要な組織の

編成、適時開示、予算の検討、リスク検討、取締役会への付議事項などについて審議いたしました。
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役職名 氏名 指名・報酬諮問委員会出席状況

社外取締役(監査等委員) 柳澤　賢二 2／2回

社外取締役(監査等委員) 井手　森生 2／2回

社外取締役(監査等委員) 森川　康朗 2／2回

取締役社長(代表取締役) 諸藤　敏一 2／2回

（指名・報酬諮問委員会）

　指名・報酬諮問委員会については「c．内部統制システムの整備の状況（指名・報酬諮問委員会の体制）」に記

載のとおりであります。なお、2026年４月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監

査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決され、当該定時株主

総会の直後に開催が予定されている取締役会の議案が決議された場合、取締役会の構成及び役職に変更はありま

せん。

　当事業年度においては取締役（監査等委員であるものを除く）の選解任案、取締役（監査等委員であるものを

除く）の役員報酬案を審議し、答申しております。

② 取締役の定数

　当社の取締役の定数は12名以内、うち監査等委員である取締役の定数は４名以内とする旨を定款に定めておりま

す。

③ 取締役選任の決議要件

　当社は、取締役の選任について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別し、その決議は、議決権を

行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、か

つ累積投票によらない旨を定款に定めております。

④ 取締役会において決議できる株主総会決議事項

a．自己株式の取得

　当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議により市場取引等により自己の株式を取得するこ

とができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とす

ることを目的としております。

b．中間配当

　当社は、取締役会の決議によって、毎年７月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質

権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元の実

施を可能とすることを目的としております。

⑤ 取締役及び監査役であった者の責任免除

　当社は、取締役会の決議によって、取締役（取締役であったものを含む）の会社法第423条第１項の賠償責任に

ついて、善意でかつ重大な過失がない場合には、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができ

る旨を定款に定めております。これは取締役が職務を遂行するに当たり、その能力を十分に発揮して、期待される

役割を果たしうる環境を整備することを目的としております。

　また、監査等委員会設置会社移行前の行為に関する会社法第423条第１項所定の監査役であった者の損害賠償責

任を、法令の限度において、取締役会の決議により免除することができる旨を定款に定めております。

⑥ 株主総会の特別決議事項要件

　当社は、会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を

有する株主が出席し、その議決権の３分の２をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における

特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。
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役職名 氏　名 生年月日 略　　歴 任　期
所有株式数

（株）

取締役社長

(代表取締役)
諸藤　敏一

1955年６月

24日生

1980年６月 ダイア建設株式会社入社

1982年１月 株式会社すまい入社

1985年９月 同社取締役

1987年９月 同社専務取締役

1992年８月 当社代表取締役社長（現任）

2010年４月 社団法人九州住宅建設産業協会（現：
一般社団法人九州住宅産業協会）理事
長

2018年２月 当社取締役 事業部長 兼任
　

2025年４月の

定時株主総会

から１年間

2,562,454

専務取締役

営業本部長 兼アセットマネジ

メント営業部長

山本　 健
1961年10月

４日生

1989年４月 株式会社ダイナ入社

1996年８月 株式会社クローバーホーム代表取締役
社長

2003年８月 当社入社

2011年４月 当社営業部長

2012年４月 当社取締役　アセットマネジメント営
業部長

2019年４月 当社常務取締役　アセットマネジメン
ト営業部長

2021年２月 当社常務取締役　レジデンシャル営業
部長

2023年２月 当社専務取締役 営業本部長 兼アセッ

トマネジメント営業部長（現任）
　

2025年４月の

定時株主総会

から１年間

36,875

取締役

レジデンシャル営業部長
西川　孝之

1969年１月

６日生

1990年７月 株式会社すまい入社

1999年４月 当社入社

2011年４月 当社営業部副部長（ファミリーマンシ
ョン担当）

2012年４月 当社取締役　レジデンシャル営業部長

2019年４月 当社常務取締役　レジデンシャル営業
部長

2021年２月 当社常務取締役　アセットマネジメン
ト営業部長

2023年２月 当社取締役 レジデンシャル営業部長

(現任)
　

2025年４月の

定時株主総会

から１年間

25,679

取締役

事業部長
國分　正剛

1965年６月

26日生

1988年４月 株式会社住総入社

1996年11月 ダイア建設株式会社入社

2006年２月 当社入社

2013年２月 当社事業部次長

2015年４月 当社取締役　事業部長

2018年２月 当社取締役　管理部長

2019年２月 当社取締役　事業部長（現任）
　

2025年４月の

定時株主総会

から１年間

18,980

取締役

管理部長
土橋　一仁

1963年６月

27日生

1986年４月 株式会社福岡銀行入社

2018年４月 当社管理部副部長（出向）

2019年２月 当社管理部長（出向）

2019年４月 当社入社

2019年４月 当社取締役　管理部長（現任）
　

2025年４月の

定時株主総会

から１年間

1,174

（２）【役員の状況】

① 役員一覧

a．有価証券報告書提出日現在の役員の状況

　2026年４月９日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は以下のとおりであります。

　男性8名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）
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役職名 氏　名 生年月日 略　　歴 任　期
所有株式数

（株）

取締役

(監査等委員)
井手　森生

1950年５月

22日生

1979年10月 監査法人トーマツ入所

2006年８月 三和税理士法人入所

2006年11月 三和税理士法人　代表社員（現任）

2007年４月 当社監査役

2015年４月 当社常勤監査役

2015年５月 当社取締役・監査等委員（現任）
　

2025年４月の

定時株主総会

から２年間

19,834

取締役

(監査等委員)
柳澤　賢二

1971年６月

10日生

1996年４月 福岡県弁護士会登録

1996年４月 春山法律事務所所属

2002年５月 柳沢法律事務所　代表（現任）

2015年４月 当社監査役

2015年５月 当社取締役・監査等委員（現任）
　

2025年４月の

定時株主総会

から２年間

－

取締役

(監査等委員)
森川　康朗

1958年２月

４日生

1981年４月 株式会社福岡銀行入行

2010年４月 同行執行役員経営管理部長

2011年７月 同行執行役員経営管理部長　兼クオリ
ティ統括部長

2012年４月 同行取締役常務執行役員

2012年４月 株式会社ふくおかフィナンシャルグル
ープ執行役員

2014年６月 同社取締役執行役員

2016年４月 株式会社福岡銀行取締役専務執行役員

2017年４月 株式会社親和銀行取締役副頭取

2019年４月 株式会社福岡銀行代表取締役副頭取

2019年４月 株式会社親和銀行非業務執行取締役

2020年10月 株式会社十八親和銀行非業務執行取締
役

2021年４月 株式会社福岡銀行顧問（現任）

2021年４月

2021年11月

当社取締役・監査等委員（現任）

株式会社みんなの銀行取締役・監査等
委員

　

2025年４月の

定時株主総会

から２年間

－

計 2,664,996

役職名 氏　名 生年月日 略　　歴 任　期
所有株式数

（株）

取締役社長

(代表取締役)
諸藤　敏一

1955年６月

24日生

1980年６月 ダイア建設株式会社入社

1982年１月 株式会社すまい入社

1985年９月 同社取締役

1987年９月 同社専務取締役

1992年８月 当社代表取締役社長（現任）

2010年４月 社団法人九州住宅建設産業協会（現：
一般社団法人九州住宅産業協会）理事
長

2018年２月 当社取締役 事業部長 兼任
　

2026年４月の

定時株主総会

から１年間

2,562,454

（注）1．監査等委員である取締役 井手森生、柳澤賢二、森川康朗の３氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項

第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。

2．所有株式数には、コーセーアールイー役員持株会における各自の持分（１株未満端数を除く）を含めた実質

所有株式数（2026年１月31日現在）を記載しております。

3．当社は、常勤の監査等委員を選定しておりませんが、その理由は、当社グループの事業拠点数、役職員数が

少なく、会社グループの内部統制システムを通じ充分な監査業務を遂行できる環境が整備されているからで

あります。

ｂ．定時株主総会後の役員の状況

　2026年４月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除

く。）５名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、当社の役員の状況は以下のとおり

となる予定であります。なお、役職名については、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の

内容（役職等）を含めて記載しております。

　男性8名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

- 30 -



役職名 氏　名 生年月日 略　　歴 任　期
所有株式数

（株）

専務取締役

営業本部長 兼アセットマネジ

メント営業部長

山本　 健
1961年10月

４日生

1989年４月 株式会社ダイナ入社

1996年８月 株式会社クローバーホーム代表取締役
社長

2003年８月 当社入社

2011年４月 当社営業部長

2012年４月 当社取締役　アセットマネジメント営
業部長

2019年４月 当社常務取締役　アセットマネジメン
ト営業部長

2021年２月 当社常務取締役　レジデンシャル営業
部長

2023年２月 当社専務取締役 営業本部長 兼アセッ

トマネジメント営業部長（現任）
　

2026年４月の

定時株主総会

から１年間

36,875

常務取締役

レジデンシャル営業部長
西川　孝之

1969年１月

６日生

1990年７月 株式会社すまい入社

1999年４月 当社入社

2011年４月 当社営業部副部長（ファミリーマンシ
ョン担当）

2012年４月 当社取締役　レジデンシャル営業部長

2019年４月 当社常務取締役　レジデンシャル営業
部長

2021年２月 当社常務取締役　アセットマネジメン
ト営業部長

2023年２月 当社取締役 レジデンシャル営業部長

(現任)

2026年４月 当社常務取締役 レジデンシャル営業部
長(予定)

　

2026年４月の

定時株主総会

から１年間

25,679

常務取締役

事業部長
國分　正剛

1965年６月

26日生

1988年４月 株式会社住総入社

1996年11月 ダイア建設株式会社入社

2006年２月 当社入社

2013年２月 当社事業部次長

2015年４月 当社取締役　事業部長

2018年２月 当社取締役　管理部長

2019年２月 当社取締役　事業部長（現任）

2026年４月 当社常務取締役　事業部長（予定）
　

2026年４月の

定時株主総会

から１年間

18,980

常務取締役

管理部長
土橋　一仁

1963年６月

27日生

1986年４月 株式会社福岡銀行入社

2018年４月 当社管理部副部長（出向）

2019年２月 当社管理部長（出向）

2019年４月 当社入社

2019年４月 当社取締役　管理部長（現任）

2026年４月 当社常務取締役　管理部長（予定）
　

2026年４月の

定時株主総会

から１年間

1,174

取締役

(監査等委員)
井手　森生

1950年５月

22日生

1979年10月 監査法人トーマツ入所

2006年８月 三和税理士法人入所

2006年11月 三和税理士法人　代表社員（現任）

2007年４月 当社監査役

2015年４月 当社常勤監査役

2015年５月 当社取締役・監査等委員（現任）
　

2025年４月の

定時株主総会

から２年間

19,834

取締役

(監査等委員)
柳澤　賢二

1971年６月

10日生

1996年４月 福岡県弁護士会登録

1996年４月 春山法律事務所所属

2002年５月 柳沢法律事務所　代表（現任）

2015年４月 当社監査役

2015年５月 当社取締役・監査等委員（現任）
　

2025年４月の

定時株主総会

から２年間

－
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役職名 氏　名 生年月日 略　　歴 任　期
所有株式数

（株）

取締役

(監査等委員)
森川　康朗

1958年２月

４日生

1981年４月 株式会社福岡銀行入行

2010年４月 同行執行役員経営管理部長

2011年７月 同行執行役員経営管理部長　兼クオリ
ティ統括部長

2012年４月 同行取締役常務執行役員

2012年４月 株式会社ふくおかフィナンシャルグル
ープ執行役員

2014年６月 同社取締役執行役員

2016年４月 株式会社福岡銀行取締役専務執行役員

2017年４月 株式会社親和銀行取締役副頭取

2019年４月 株式会社福岡銀行代表取締役副頭取

2019年４月 株式会社親和銀行非業務執行取締役

2020年10月 株式会社十八親和銀行非業務執行取締
役

2021年４月 株式会社福岡銀行顧問（現任）

2021年４月

2021年11月

当社取締役・監査等委員（現任）

株式会社みんなの銀行取締役・監査等
委員

　

2025年４月の

定時株主総会

から２年間

－

計 2,664,996

（注）1．監査等委員である取締役 井手森生、柳澤賢二、森川康朗の３氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項

第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。

2．所有株式数には、コーセーアールイー役員持株会における各自の持分（１株未満端数を除く）を含めた実質

所有株式数（2026年１月31日現在）を記載しております。

3．当社は、常勤の監査等委員を選定しておりませんが、その理由は、当社グループの事業拠点数、役職員数が

少なく、会社グループの内部統制システムを通じ充分な監査業務を遂行できる環境が整備されているからで

あります。

② 社外役員の状況

a．社外取締役と会社の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係

　有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は３名であり、全員が監査等委員である取締役であります。

　井手森生氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関し相当程度の知見を有していることから、監査等委員で

ある取締役に選任しております。なお、同氏は、過去において他の会社の役員であった経歴はなく、現在におい

て、税理士法人の代表を兼任しておりますが、当該法人と当社との間に特別の関係はありません。

　柳澤賢二氏は、弁護士の資格を有し、企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、監査等委員で

ある取締役に選任しております。なお、同氏は、過去において他の会社の役員であった経歴はなく、現在におい

て、法律事務所の代表を兼任しておりますが、当該法律事務所と当社との間に特別の関係はありません。

　森川康朗氏は、長年にわたり他の会社の取締役の経験を有している上、当社事業についての理解が深いことか

ら、監査等委員である取締役に選任しております。なお、同氏が現在において顧問に就任している他の会社は、

当社が経常的に資金調達を行う金融機関であり、当社の特定関係事業者であります。

　なお、当社は、井手森生、柳澤賢二の両氏について、「① 役員一覧 a.」に記載のとおり、井手森生氏が当社

株式を保有する以外、当社との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係がないため、一般株主との間に利益

相反が生じるおそれはないと判断し、証券取引所規定の独立役員に指定しております。

b．社外取締役の機能、役割及び選任状況に関する考え方

　当社の社外取締役は、経営の適正性及び効率性を向上させるため、当社の取締役・業務執行者等や特定の利害

関係者から独立した立場と当社事業に精通した立場から、監査等委員会を構成し、経営に対する監督機能を担っ

ております。監査等委員会による監査は、「（3）監査の状況」に記載のとおり、会計監査人、内部監査担当及び

監査等委員会の補助者と相互に連携して行われております。

　当社において、監査等委員である取締役の選任基準は以下のとおりであり、その選任手続において、監査等委

員会の同意を得ることとしております。
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ア.１名以上は、上場企業経営の豊富な経験と会社事業に係る専門的な知見を有し、株主を初めとするステーク

ホルダーの視点で、経営の監査・監督を実行できる者であること。

イ.１名以上は、財務及び会計に関する専門的な知見を有し、会社経営についての理解が深く、証券取引所が規

定する独立社外取締役の基準を満たす者であること。

ウ.１名以上は、企業法務に関する専門的な知見を有し、会社経営についての理解が深く、証券取引所が規定す

る独立社外取締役の基準を満たす者であること。

エ.非常勤で就任する場合、上場会社の役員兼務先は、主に就任する会社がある場合３社以内、全て非常勤であ

る場合は５社以内とし、監査・監督に必要な実働時間を十分に確保できること。

　なお、監査等委員でない社外取締役は選任しておりませんが、経営の妥当性を適切に監督できることを選任基

準としております。また、今後も会社規模や経営状況を踏まえ、十分な人数の確保に努めます。

③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役である監査等委員は、原則月１回開催される監査等委員会への出席を通じて各年度の監査等委員会

の監査計画上の方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を内部監査部門と監査等委員会

の補助者との情報交換を通じて当社の現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として一般

株主に配慮した意見を表明しております。

　社外取締役である監査等委員は、原則月１回開催される取締役会及び監査等委員会に出席し、取締役及び内部

監査部門、監査等委員会の補助者から会計監査及び内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を

求めるほか、監査等委員会の視点から積極的に意見表明を行う等、経営監視機能の充実に努めております。
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氏名 出席回数／開催回数 備考

井手　森生 15／15回 　出席率 100％

柳澤　賢二 15／15回 　出席率 100％

森川　康朗 15／15回 　出席率 100％

（３）【監査の状況】

① 監査等委員会監査の状況

　当社における監査等委員会監査は、社外取締役である監査等委員３名が行っております。監査等委員会監査は、

監査等委員会が定めた監査方針及び監査計画に基づき、当社グループの内部統制システムを通じて業務及び財産の

状況を監査しております。また、選定された監査等委員が、会計監査人と年４回以上面談を行うほか、毎月１回以

上開催する監査等委員会に内部監査担当及び監査等委員会の補助者を出席させ、監査結果の確認、情報交換並びに

意見交換を行うとともに、必要に応じて監査及び調査の指示を行っております。

　なお、監査等委員である取締役 井手森生氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関し相当程度の知見を有し

ております。

　当事業年度において、当社は監査等委員会を15回開催し、各監査等委員の出席状況は以下のとおりであります。

　監査等委員会における具体的な検討内容として、監査方針及び監査計画、内部統制システムの整備状況と運用状

況、会計監査人の評価及び再任の決定、監査報告の作成等の審議、監査等委員会補助者からの活動報告等について

検討を行いました。

　監査等委員会では、代表取締役を始め各取締役、子会社の代表取締役及び監査役との面談を実施し、経営に係る

課題や見通し、各部署の業務執行状況並びに課題等についてヒアリングを行っております。

　また、当社は常勤監査等委員を選定しておりませんが、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要　①企業統治の

体制の概要　b．当該体制を採用する理由」及び「(2)役員の状況　③社外取締役による監査と内部監査、監査等委

員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおり、監査等委員会補助者や内部監

査部門との連携を密にし、意思の疎通・情報共有を図っております。

② 内部監査の状況

　当社の内部監査は、業務執行から独立した立場で当社グループの業務遂行状況を監査し、コンプライアンスの周

知徹底とリスク管理体制の強化を図っております。

　内部監査担当者は毎期制定される「財務報告に係る内部統制実施基準」、内部統制基本方針を含む会社の経営方

針、制度、諸規程及び関係法令等に基づき内部監査計画を作成し、内部監査を実施いたします。内部監査実施後、

作成した監査報告書は社長の承認を受け、被監査部門の責任者へ監査結果が通知されます。監査報告書に助言・勧

告等がある場合、通知を受けた被監査部門の責任者は、改善状況を記載した回答書を提出し、内部監査担当者は、

その改善実施状況を確認の上、社長に報告いたします。

　また、内部監査担当者は、監査等委員会及び会計監査人と連携を図り、情報収集、意見の交換を行い、監査結果

及び改善状況を監査等委員会において報告を行うとともに、監査等委員会の指示に基づく監査を実施いたします。

③ 会計監査の状況

a．監査法人の名称

　有限責任監査法人トーマツ

b．継続監査期間

　2009年１月期以降

c．業務を執行した公認会計士

　指定有限責任社員　業務執行社員　窪田　真

d．監査業務に係る補助者の構成

　当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士３名、公認会計士試験全科目合格者３名、その他８名であり

ます。
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区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（千円）

非監査業務に基づく
報酬（千円）

監査証明業務に基づく
報酬（千円）

非監査業務に基づく
報酬（千円）

提出会社 23,000 － 23,000 －

連結子会社 － － － －

計 23,000 － 23,000 －

e．監査法人の選定方針と理由

　監査等委員会では会計監査人の選定に際し、体制、実績のほか、会計監査に係る取り組み状況、情報交換等を

通じた専門性・独立性の有無確認等により、当社会計監査人としての適格性・妥当性を評価し決定しておりま

す。

　監査等委員会は会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に

提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を

株主総会へ提出いたします。

　また、監査等委員会は会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監

査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、

解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。

f．監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価

　監査等委員及び監査等委員会は、監査法人による会計監査が適正に行われているかどうかを確認し、評価を行

っております。また、監査等委員会は監査法人の再任に関する決議をしておりますが、監査法人から監査計画・

監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制・監査に関する品質管理基準の報

告を受け、双方向のコミュニケーションを通じて、評価いたしております。

④ 監査報酬の内容等

a．監査公認会計士等に対する報酬

b．監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬（ａ．を除く）

　該当事項はありません。

c．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

　該当事項はありません。

d．監査報酬の決定方針

　当社の監査公認会計士等に対する監査報酬等の額の決定は、監査等委員会において、その監査計画の内容、職

務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を検討し、適切と判断して同意できる水準であることを基本方針として

おります。

e．監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

　監査等委員会は、有限責任監査法人トーマツの報酬等について、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの

必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況

や報酬見積りの算出根拠などを検討した結果、報酬等の額は妥当と判断し、会社法第399条第１項に基づき同意し

ました。
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区　　分
報酬等の総額

（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数

（人）基本報酬 業績連動報酬

監査等委員でない取締役

（社外取締役を除く）
96,600 96,600 － 5

監査等委員である取締役

（社外取締役を除く）
－ － － －

社外役員 9,000 9,000 － 3

（４）【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針に係る事項

　当社は、2020年11月10日に「指名・報酬諮問委員会」を設置しました。監査等委員でない取締役の報酬は、透明

性と客観性を高めるために、指名・報酬諮問委員会にて審議し、その決定を取締役会に委ねております。監査等委

員である取締役の報酬金額の決定については、監査等委員である取締役の協議により行っております。なお、指

名・報酬諮問委員会は、委員の過半数を社外取締役で構成し、取締役社長が作成する配分案を適正に審議しており

ます。取締役報酬等の方針につきましては、2021年１月12日付で指名・報酬諮問委員会にて了承を得ております。

取締役報酬等の方針は、以下のとおりであります。

（監査等委員でない取締役）

　a．監査等委員である取締役を除く取締役の報酬等は、その年額（総額）を株主総会に付議して承認を得る。

　b．業務執行取締役の報酬等は、固定報酬及び業績連動報酬とし、非業務執行取締役の報酬等は固定報酬とす

る。

　c．取締役社長は、別に定めた「役員報酬等の運用基準」に基づき、経営計画及び各取締役の業績評価、選任理

由を勘案し、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の配分案を策定する。取締役社長は、指名・報酬

諮問委員会及び監査等委員会に上記配分案を提示し、各委員会が当該配分案について決定方針との整合性を

含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると

判断する。

　d．業績連動報酬等に係る業績指標は、当事業年度の経営計画の税金等調整前当期純利益の達成である。当該指

標を選択した理由は、当社グループの持続的な成長を図るメルクマールが、連結損益の継続的な予算達成と

しているためである。また、経営計画の税金等調整前当期純利益額の達成に基づき、過去の支給実績や貢献

度などを総合的に勘案の上、指名・報酬諮問委員会への諮問、答申を踏まえて決定する。

　e．取締役会は、中長期的なインセンティブ報酬等が必要と判断した場合、中期経営計画の内容を勘案した上、

適切なリスクテイクを支援するとともに株主利益の向上に資することを目的として制度設計を行う。

　f．取締役会は、株主総会での選任決議後、各取締役の報酬等を決定する。

（監査等委員である取締役）

　a．監査等委員である取締役の報酬等は、その年額（総額）を株主総会に付議して承認を得る。

　b．監査等委員である取締役の報酬等は、固定報酬とする。

　c．監査等委員である取締役の報酬等の配分は、「役員報酬等の運用基準」に基づき、監査等委員の協議により

決定し、取締役会に報告する。

　また、取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬等の額及び監査等委員である取締役の報酬等の額は、

2015年４月23日開催の第25期定時株主総会において、それぞれ年額200,000千円以内及び年額30,000千円以内と決

議しております。

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

　連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
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銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（千円）

非上場株式 1 66

非上場株式以外の株式 － －

（５）【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

　取引相手との関係強化や発展を図る目的で保有する場合を純投資目的以外の目的である投資株式、それ以外を純

投資目的で保有する投資株式としております。

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

　当社は、取引関係の維持・発展を目的とした取引先持株会への加入を除き、純投資目的以外の目的である投資株

式を原則として保有しません。

　取得する場合は、取締役会の審議により、保有の意義、当該株式に係る議決権行使の基準を明確にするととも

に、毎年、その合理性や見通しを検証しこれを公表いたします。保有継続の判断基準として具体的な検討項目は以

下のとおりです。

ア．取引関係の有無

イ．保有しない場合の取引の存続・安定性等に係るリスク

ウ．保有を継続した場合のメリットの継続性・今後の取引の見通し・保有リスク・保有コスト

エ．株価、配当

b．銘柄数及び貸借対照表計上額

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

　該当事項はありません。

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

　該当事項はありません。

c．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

　該当事項はありません。

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

　該当事項はありません。
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
（1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28

号）に基づいて作成しております。

（2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　　 また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており

ます。

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（2025年２月１日から2026年１月31日

まで）の連結財務諸表及び事業年度（2025年２月１日から2026年１月31日まで）の財務諸表について、有限責任監

査法人トーマツにより監査を受けております。

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について
　当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内

容や変更等の適切な把握及び的確な対応をできるようにするため、監査法人及び各種団体の主催する講習会に参加

する等積極的な情報収集活動に努めております。
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2025年１月31日)

当連結会計年度
(2026年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,353,761 4,883,213

売掛金 16,320 8,953

販売用不動産 ※１ 3,014,240 ※１ 3,537,724

仕掛販売用不動産 ※１ 6,868,316 ※１ 8,640,404

その他 262,083 213,613

流動資産合計 15,514,722 17,283,909

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 307,066 1,318,855

減価償却累計額 △134,492 △150,562

建物及び構築物（純額） ※１ 172,573 ※１ 1,168,292

土地 ※１ 1,181,001 ※１ 1,181,001

リース資産 68,578 63,048

減価償却累計額 △42,564 △43,998

リース資産（純額） 26,013 19,050

建設仮勘定 1,798 －

その他 15,220 20,154

減価償却累計額 △12,226 △13,972

その他（純額） 2,994 6,181

有形固定資産合計 1,384,382 2,374,526

無形固定資産 26,154 18,259

投資その他の資産

投資その他の資産 101,575 102,130

貸倒引当金 △5,067 △5,001

投資その他の資産合計 96,508 97,129

固定資産合計 1,507,045 2,489,915

資産合計 17,021,767 19,773,825

１【連結財務諸表等】

（1）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2025年１月31日)

当連結会計年度
(2026年１月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 69,267 40,406

電子記録債務 875,930 861,432

短期借入金 ※１ 423,000 ※１ 1,347,000

１年内返済予定の長期借入金 ※１ 593,224 ※１ 598,114

未払法人税等 91,698 230,554

未払消費税等 19,036 4,754

前受金 72,792 181,760

賞与引当金 15,966 16,646

その他 329,414 362,782

流動負債合計 2,490,329 3,643,451

固定負債

長期借入金 ※１ 4,108,816 ※１ 5,308,102

長期預り敷金 137,731 155,736

その他 19,050 6,388

固定負債合計 4,265,597 5,470,227

負債合計 6,755,927 9,113,678

純資産の部

株主資本

資本金 1,562,450 1,562,450

資本剰余金 1,444,032 1,444,032

利益剰余金 7,216,903 7,668,847

自己株式 △15,182 △15,182

株主資本合計 10,208,203 10,660,146

非支配株主持分 57,637 －

純資産合計 10,265,840 10,660,146

負債純資産合計 17,021,767 19,773,825
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自　2024年２月１日
　至　2025年１月31日)

当連結会計年度
(自　2025年２月１日

　至　2026年１月31日)

売上高 ※１ 7,648,834 ※１ 10,045,621

売上原価 5,737,075 7,726,376

売上総利益 1,911,759 2,319,245

販売費及び一般管理費 ※２ 1,589,932 ※２ 1,550,452

営業利益 321,826 768,792

営業外収益

受取家賃 175,449 209,403

受取手数料 29,546 29,896

受取賃貸料 10,067 10,721

違約金収入 3,977 8,251

受取和解金 － 60,000

その他 19,958 16,480

営業外収益合計 238,999 334,753

営業外費用

支払利息 57,029 115,318

その他 2,662 5,933

営業外費用合計 59,691 121,252

経常利益 501,134 982,294

税金等調整前当期純利益 501,134 982,294

法人税、住民税及び事業税 140,222 283,725

法人税等調整額 18,706 △4,698

法人税等合計 158,929 279,027

当期純利益 342,204 703,266

非支配株主に帰属する当期純利益 1,090 7,561

親会社株主に帰属する当期純利益 341,114 695,704

②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】
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（単位：千円）

前連結会計年度
(自　2024年２月１日
　至　2025年１月31日)

当連結会計年度
(自　2025年２月１日

　至　2026年１月31日)

当期純利益 342,204 703,266

包括利益 342,204 703,266

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 341,114 695,704

非支配株主に係る包括利益 1,090 7,561

【連結包括利益計算書】
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(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,562,450 1,444,032 7,241,431 △15,177 10,232,735

当期変動額

剰余金の配当 △365,641 △365,641

親会社株主に帰属する当期
純利益

341,114 341,114

自己株式の取得 △4 △4

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

当期変動額合計 － － △24,527 △4 △24,531

当期末残高 1,562,450 1,444,032 7,216,903 △15,182 10,208,203

非支配株主持分 純資産合計

当期首残高 56,546 10,289,282

当期変動額

剰余金の配当 △365,641

親会社株主に帰属する当期
純利益

341,114

自己株式の取得 △4

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

1,090 1,090

当期変動額合計 1,090 △23,441

当期末残高 57,637 10,265,840

③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　2024年２月１日　至　2025年１月31日）
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(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,562,450 1,444,032 7,216,903 △15,182 10,208,203

当期変動額

剰余金の配当 △243,761 △243,761

親会社株主に帰属する当期
純利益

695,704 695,704

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

当期変動額合計 － － 451,943 △0 451,943

当期末残高 1,562,450 1,444,032 7,668,847 △15,182 10,660,146

非支配株主持分 純資産合計

当期首残高 57,637 10,265,840

当期変動額

剰余金の配当 △243,761

親会社株主に帰属する当期
純利益

695,704

自己株式の取得 △0

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

△57,637 △57,637

当期変動額合計 △57,637 394,306

当期末残高 － 10,660,146

当連結会計年度（自　2025年２月１日　至　2026年１月31日）
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自　2024年２月１日
　至　2025年１月31日)

当連結会計年度
(自　2025年２月１日

　至　2026年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 501,134 982,294

減価償却費 33,444 34,821

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13 △843

賞与引当金の増減額（△は減少） △540 679

受取利息及び受取配当金 △921 △7,002

支払利息 57,029 115,318

売上債権の増減額（△は増加） △7,139 7,366

棚卸資産の増減額（△は増加） △1,692,852 △2,295,502

前渡金の増減額（△は増加） 7,711 △22,074

仕入債務の増減額（△は減少） 431,492 △43,359

前受金の増減額（△は減少） △18,312 108,967

未払消費税等の増減額（△は減少） △7,456 △14,281

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） △2,134 18,005

その他 △27,096 113,820

小計 △725,629 △1,001,789

利息及び配当金の受取額 463 7,350

利息の支払額 △57,909 △118,718

法人税等の支払額 △353,745 △151,439

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,136,820 △1,264,596

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △1,106,000 △128,711

定期預金の払戻による収入 1,130,500 1,032,700

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出
△13,468 －

固定資産の取得による支出 △858,265 △1,022,154

敷金及び保証金の差入による支出 △2,939 △168

敷金及び保証金の回収による収入 7,301 4,245

投資活動によるキャッシュ・フロー △842,871 △114,088

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △893,000 924,000

長期借入れによる収入 4,341,000 5,159,800

長期借入金の返済による支出 △1,354,056 △3,955,624

配当金の支払額 △365,352 △243,539

非支配株主への払戻による支出 － △65,545

その他 △9,614 △6,964

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,718,977 1,812,125

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △260,714 433,440

現金及び現金同等物の期首残高 4,499,967 4,239,252

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 4,239,252 ※１ 4,672,693

④【連結キャッシュ・フロー計算書】
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【注記事項】

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項

（1）連結子会社の数　　2社

（2）連結子会社の名称

株式会社アールメンテナンス

みらい保証株式会社

連結子会社であった株式会社コーセーアセットプランは、2025年11月28日をもって清算結了したため、

連結の範囲から除外しております。なお、清算結了までの損益計算書については連結しております。

２．持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

４．会計方針に関する事項

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

その他の有価証券

市場価格のない株式等

　移動平均法による原価法を採用しております。

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

販売用不動産、仕掛販売用不動産

　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用

しております。

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並び

に2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　10年～50年

構築物　　　　　　　　　　10年

工具器具備品　　　　４年～８年

② 無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっ

ております。

③ リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。

（3）重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を勘案して回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

　従業員への賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しており

ます。

（4）重要な収益及び費用の計上基準

　当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及

び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

（マンション販売事業）

ファミリーマンション及び資産運用型マンションの企画・開発・販売を行っており、顧客との不動産売

買契約に基づき当該物件の引渡しを行う義務を負っております。

当該履行義務は、物件の引渡しを行うことにより、顧客に当該物件に対する支配が移転し履行義務が充

足されると判断し、引渡しを行った一時点において収益を認識しております。

- 46 -



（不動産賃貸管理事業）

オーナー所有物件の賃貸管理、建物管理等を行っており、顧客との管理委託契約に基づきこれらのサー

ビスを提供する義務を負っております。

当該履行義務は契約期間における時の経過により履行義務が充足されると判断し、顧客との契約に従い

一定の期間にわたって収益を認識しております。

（ビルメンテナンス事業）

マンションの事務管理業務、管理員業務、清掃・設備管理・保全の各業務、管理組合の決算等マンショ

ンの総合管理業務を提供する義務を負っております。

当該履行義務は契約期間における時の経過により履行義務が充足されると判断し、顧客との契約に従い

一定の期間にわたって収益を認識しております。

（5）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

（6）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

　 控除対象外消費税等の会計処理

　控除対象外消費税等については、販売費及び一般管理費に計上しております。

前連結会計年度
（自　2024年２月１日

至　2025年１月31日）

当連結会計年度
（自　2025年２月１日

至　2026年１月31日）

販売用不動産 3,014,240 3,537,724

仕掛販売用不動産 6,868,316 8,640,404

（重要な会計上の見積り）

棚卸資産の評価

（１）当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
（単位：千円）

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　　①算出方法

当社グループは、棚卸資産の評価に関する会計基準に従い、収益性の低下により正味売却価額が帳簿価額

を下回っている棚卸資産の帳簿価額を、正味売却価額まで切り下げる会計処理を適用しております。な

お、正味売却価額は、予定販売価格から予定工事価格及び予定販売諸経費を控除したものであります。

　　②主要な仮定

正味売却価額は、過去の販売実績や近隣地域の取引事例、市場動向等を考慮した、物件ごとの事業計画上

の予定販売価格及び予定工事価格・予定販売諸経費等に基づいて算出しております。

　　③翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

不動産市況などの事業環境の変化により予定販売価格や予定工事価格等が影響を受けることで、正味売却

価額が帳簿価額を下回った場合には、評価損計上の処理が追加で必要になる可能性があります。

（会計方針の変更）

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日）等を当連結会計年

度の期首から適用しております。これによる連結財務諸表に与える影響はありません。

（未適用の会計基準等）

（リースに関する会計基準等）

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年９月13日　企業会計基準委員会）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年９月13日　企業会計基準委員

会）等

（1）概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全

てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏

まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第

16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、
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かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基

準等が公表されました。

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイ

ナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産

に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

（2）適用予定日

2029年1月期の期首から適用予定であります。

（3）当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ

ります。

（後発事象に関する会計基準等）

・「後発事象に関する会計基準」（企業会計基準第41号　2026年１月９日　企業会計基準委員会）

・「後発事象に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第35号　2026年１月９日　企業会計基準委

員会）

（1）概要

「後発事象に関する会計基準」等は、後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を

設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会　監査・保証基準委員会　監査基準報告書 560 実務指

針第１号 「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会

計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとと

もに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定

めたものであります。

（2）適用予定日

2029年1月期の期首から適用予定であります。

前連結会計年度
（2025年１月31日）

当連結会計年度
（2026年１月31日）

販売用不動産 1,250,823千円 1,110,336千円

仕掛販売用不動産 5,013,855 7,383,985

建物 159,106 1,094,311

土地 1,171,237 1,171,237

計 7,595,024 10,759,870

前連結会計年度
（2025年１月31日）

当連結会計年度
（2026年１月31日）

短期借入金 423,000千円 1,347,000千円

１年内返済予定の長期借入金 532,480 554,080

長期借入金 3,992,370 5,235,690

計 4,947,850 7,136,770

前連結会計年度
（2025年１月31日）

当連結会計年度
（2026年１月31日）

顧客が利用する住宅ローン 73,980千円 53,582千円

（連結貸借対照表関係）

※１．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであります。

　担保付債務は次のとおりであります。

２．保証債務

　金融機関からの借入金等に対する保証

３．偶発債務

　当社の連結子会社は、賃貸住宅の賃貸人に対して、家賃等の支払いを保証しており、賃借人からの家賃

等の未払が生じた場合、賃貸人に保証債務を履行する義務を負っております。全ての保証契約から家賃の

未払が発生した場合の月額の金額は 69,162千円（前連結会計年度末は56,312千円）であります。
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前連結会計年度
（自　2024年２月１日

　　至　2025年１月31日）

当連結会計年度
（自　2025年２月１日

　　至　2026年１月31日）

広告宣伝費 447,090千円 384,574千円

販売促進費 18,430 20,677

役員報酬 128,855 127,874

給与・賞与 426,150 475,159

賞与引当金繰入額 15,966 16,646

福利厚生費 79,489 82,071

減価償却費 16,109 14,198

（連結損益計算書関係）

※１．顧客との契約から生じる収益

　売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客

との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項（セグメント情報等）」に記載しております。

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

当連結会計年度期
首株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式

　普通株式 10,368,000 － － 10,368,000

　　　合計 10,368,000 － － 10,368,000

自己株式

　普通株式（注） 211,280 6 － 211,286

　　　合計 211,280 6 － 211,286

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資

1株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

 2024年4月25日

定時株主総会
普通株式 365,641 利益剰余金 36 2024年1月31日 2024年4月26日

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資

1株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2025年4月24日

定時株主総会
普通株式 243,761 利益剰余金 24 2025年1月31日 2025年4月25日

（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　2024年２月１日　至　2025年１月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）普通株式の自己株式の増加 6株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

２．配当に関する事項

（1）配当金支払額

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
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当連結会計年度期
首株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式

　普通株式 10,368,000 － － 10,368,000

　　　合計 10,368,000 － － 10,368,000

自己株式

　普通株式（注） 211,286 1 － 211,287

　　　合計 211,286 1 － 211,287

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資

1株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

 2025年4月24日

定時株主総会
普通株式 243,761 利益剰余金 24 2025年1月31日 2025年4月25日

決議予定 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資

1株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2026年4月23日

定時株主総会
普通株式 243,761 利益剰余金 24 2026年1月31日 2026年4月24日

当連結会計年度（自　2025年２月１日　至　2026年１月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）普通株式の自己株式の増加 1株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

２．配当に関する事項

（1）配当金支払額

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

2026年４月23日開催の定時株主総会の議案として、次のとおり付議する予定です。

前連結会計年度
（自　2024年２月１日

至　2025年１月31日）

当連結会計年度
（自　2025年２月１日

至　2026年１月31日）

現金及び預金勘定 5,353,761千円 4,883,213千円

預金期間が３ヶ月を超える定期預金 △1,114,509 △210,520

現金及び現金同等物 4,239,252 4,672,693

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
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（リース取引関係）

（借主側）

ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①　リース資産の内容

有形固定資産

　事業部門等で使用する社用車（車両運搬具）であります。

②　リース資産の減価償却の方法

　連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計方針に関する事項　（2）重要な減価償

却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

　当社グループは、主に分譲マンションの開発・販売計画に基づき、必要な資金を銀行借入で調達しており

ます。また、短期的な運転資金を銀行より調達し、一時的な余資は短期的な預金に限定して運用しておりま

す。なお、現在、デリバティブ取引はありませんが、利用する際は、借入金の金利変動リスクを回避するこ

とを目的とし、投機的な取引は行わない方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である売掛金は、顧客及び取引先の信用リスクに晒されております。

　営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、全て１年以内の支払期日であります。

　借入金は、主に分譲マンションのプロジェクト（用地取得、建設工事、販売活動）に係る資金調達であ

り、開発・販売計画の遅延等による流動性リスクを伴っております。

（3）金融商品に係るリスク管理体制

　①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社グループは、営業債権である売掛金に係る顧客及び取引先の信用リスクについては、相手先ごとに

期日及び残高管理を行い、回収懸念の早期把握によりリスクの軽減を図っております。

　②資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社グループは、各部門からの報告に基づき担当部門が適時に資金繰り計画を作成・更新するととも

に、手元流動性の維持等により、流動性リスクを管理しております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額

が含まれております。当該価額の算定においては、変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用

することにより、当該価額が変動することがあります。
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連結貸借対照表計上額 時価 差額

長期借入金（1年以内返済予定借入含む） 4,702,040 4,662,532 △39,508

区分
当連結会計年度

（2025年１月31日）

非上場株式 66

連結貸借対照表計上額 時価 差額

長期借入金（1年以内返済予定借入含む） 5,906,216 5,753,072 △153,144

区分
当連結会計年度

（2026年１月31日）

非上場株式 66

１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 1,114,509 － － －

１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 210,520 － － －

１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

短期借入金 423,000 － － － － －

長期借入金 593,224 2,738,314 274,216 254,553 543,612 298,121

合計 1,016,224 2,738,314 274,216 254,553 543,612 298,121

２．金融商品の時価等に関する事項

　　連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前連結会計年度（2025年１月31日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

（※1）現金及び預金、売掛金、支払手形及び買掛金並びに電子記録債務、短期借入金、未払法人税等、未払消費税等

については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。

（※2）市場価格のない株式等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

当連結会計年度（2026年１月31日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

（※1）現金及び預金、売掛金、支払手形及び買掛金並びに電子記録債務、短期借入金、未払法人税等、未払消費税等

については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。

（※2）市場価格のない株式等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

(注)１．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（2025年１月31日）

当連結会計年度（2026年１月31日）

(注)２．短期借入金及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度（2025年１月31日）
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１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

短期借入金 1,347,000 － － － － －

長期借入金 598,114 2,195,216 754,553 752,612 110,480 1,495,241

合計 1,945,114 2,195,216 754,553 752,612 110,480 1,495,241

（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金（1年以内返済予定含む） － 4,662,532 － 4,662,532

（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金（1年以内返済予定含む） － 5,753,072 － 5,753,072

当連結会計年度（2026年１月31日）

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類

しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算

定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係

るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属

するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

　時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

前連結会計年度（2025年１月31日）

当連結会計年度（2026年１月31日）

(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引い

て計算する方法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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（有価証券関係）

１．その他有価証券

前連結会計年度（2025年１月31日）

　非上場株式（連結貸借対照表計上額 66千円）は、市場価格のない株式等のため、記載しておりませ

ん。

当連結会計年度（2026年１月31日）

　非上場株式（連結貸借対照表計上額 66千円）は、市場価格のない株式等のため、記載しておりませ

ん。

２．売却したその他有価証券

前連結会計年度（自　2024年２月１日　至　2025年１月31日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自　2025年２月１日　至　2026年１月31日）

　該当事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。
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前連結会計年度

（2025年１月31日）

当連結会計年度

（2026年１月31日）

繰延税金資産

税務上の繰越欠損金(注)２ 21,196千円 －千円

未払事業税 7,037 14,444

賞与引当金 4,938 5,168

モデルルーム費 27,980 20,754

その他 27,473 27,299

繰延税金資産小計 88,628 67,665

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)２ △21,196 －

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △25,840 △21,376

評価性引当額小計(注)１ △47,037 △21,376

繰延税金資産合計 41,590 46,289

繰延税金資産の純額 41,590 46,289

１年以内

（千円）

１年超

２年以内

（千円）

２年超

３年以内

（千円）

３年超

４年以内

（千円）

４年超

５年以内

（千円）

５年超

（千円）

合計

（千円）

税務上の繰越欠損金(a) － － － － － 21,196 21,196

評価性引当額 － － － － － △21,196 △21,196

繰延税金資産 － － － － － － －

前連結会計年度

（2025年１月31日）

当連結会計年度

（2026年１月31日）

法定実効税率 －％ 30.46％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 － 0.64

住民税均等割額 － 0.40

評価性引当額の増減 － △2.61

賃上げ促進税制に係る税額控除 － △1.31

その他 － 0.83

税効果会計適用後の法人税等の負担率 － 28.41

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（注）１．繰延税金資産から控除された額（評価性引当額）に重要な変動が生じております。当該変動の主

な内容は、連結子会社であった株式会社コーセーアセットプランが清算結了したことに伴う、繰

越欠損金に係る評価性引当額の減少によるものであります。

（注）２．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前連結会計年度（2025年1月31日）

(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

当連結会計年度（2026年1月31日）

該当事項はありません。

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

（注）前連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効

税率の100分の5以下であるため、記載を省略しております。

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　「所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第十三号）」が2025年３月31日に公布され、防衛特

別法人税が創設されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する

法定実効税率は、2027年2月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等について、従

来の30.46％から31.36％に変更し計算しております。

　なお、この税率変更による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

- 55 -



（単位：千円）

前連結会計年度
（自　2024年２月１日

至　2025年１月31日）

当連結会計年度
（自　2025年２月１日

至　2026年１月31日）

連結貸借対照表計上額

期首残高 280,818 1,190,470

期中増減額 909,651 998,803

期末残高 1,190,470 2,189,273

期末時価 1,609,622 2,897,000

（賃貸等不動産関係）

当社は、福岡県において、商用及び住居用の賃貸ビル（土地を含む）、佐賀県において賃貸施設（土地を

含む）を有しております。前連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は△2,816千円（賃貸

収益は売上高に、主な賃貸費用は売上原価に計上）であります。当連結会計年度における当該賃貸等不動産

に関する賃貸損益は3,920千円（賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は売上原価に計上）であります。

また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。

(注)1．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

2．期中増減額のうち、前連結会計年度の主な増加額は物流倉庫取得（914,201千円）、当連結会計年度の主な増加

額は物流倉庫取得（1,015,678千円）であります。

3．期末の時価は、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額であります。

（収益認識関係）

1.　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであ

ります。

2.　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　収益を理解するための基礎となる情報は「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項4.会計方針に

関する事項(4)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。

3.　当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

（１）契約負債等の残高

　顧客との契約から生じた契約資産については、該当事項はありません。契約負債については、連結貸借対

照表計上額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（２）残存履行義務に配分した取引価格

　残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。

　前連結会計年度末において充足されていない履行義務に配分した取引価格の総額は主にファミリーマンシ

ョン販売事業、資産運用型マンション販売事業に関するもので、1,555,608千円であり、概ね１年以内に収

益を認識する予定です。また顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額は

ありません。

　当連結会計年度末において充足されていない履行義務に配分した取引価格の総額は主にファミリーマンシ

ョン販売事業、資産運用型マンション販売事業に関するもので、3,168,674千円であり、概ね１年以内に収

益を認識する予定です。また顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額は

ありません。
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　報告セグメント 　事業内容

　ファミリーマンション販売事業 　ファミリーマンションの企画・販売

　資産運用型マンション販売事業 　資産運用型マンションの企画・販売

　不動産賃貸管理事業 　資産運用型マンション等の賃貸管理及び賃貸

　ビルメンテナンス事業 　マンション等の管理及びメンテナンス

（単位：千円）

報告セグメント

その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

連結財務諸
表計上額
（注）３

ファミリー
マンション
販売事業

資産運用型
マンション
販売事業

不動産賃貸
管理事業

ビルメン
テナンス

事業
計

売上高

顧客との契約か
ら生じる収益

3,652,668 2,292,241 216,978 344,036 6,505,924 1,035,523 7,541,448 － 7,541,448

その他の収益
（注）4 － － 107,386 － 107,386 － 107,386 － 107,386

外部顧客への売
上高 3,652,668 2,292,241 324,364 344,036 6,613,310 1,035,523 7,648,834 － 7,648,834

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

－ － 15 27,455 27,470 － 27,470 △27,470 －

計 3,652,668 2,292,241 324,380 371,491 6,640,781 1,035,523 7,676,305 △27,470 7,648,834

セグメント利益 128,179 16,339 63,833 55,257 263,610 442,461 706,071 △384,245 321,826

セグメント資産 7,910,931 2,326,784 1,601,092 238,049 12,076,858 － 12,076,858 4,944,909 17,021,767

セグメント負債 5,011,083 626,849 712,391 35,138 6,385,462 － 6,385,462 370,464 6,755,927

その他の項目

減価償却費 191 137 6,167 177 6,673 － 6,673 26,770 33,444

有形固定資
産及び無形
固定資産の
増加額

245 － 935,173 996 936,415 － 936,415 9,599 946,014

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

　当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役
会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま
す。
　当社グループは、事業目的又は販売・サービスの内容等が概ね類似している各個別事業を「ファミリーマ
ンション販売事業」、「資産運用型マンション販売事業」、「不動産賃貸管理事業」、「ビルメンテナンス
事業」の４つに集約し、それぞれ専門組織を構成して事業活動を展開していることから、これらを報告セグ
メントとしております。
　各報告セグメントの事業内容は、以下のとおりであります。

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

　報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事
項」における記載と同一であります。
　報告セグメントの利益は営業利益ベースの数値であります。
　セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報及び収益の

分解情報

前連結会計年度（自　2024年２月１日　至　2025年１月31日）

（注）1．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、仲介業及び事業用地売却を含ん

でおります。

　　　2．調整額は以下のとおりであります。

　　　　（1）セグメント利益の調整額△384,245千円には、セグメント間取引消去△361千円、各報告セグメントに配

分していない全社費用△383,883千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しな

い一般管理費であります。
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（単位：千円）

報告セグメント

その他
（注）１

合計
調整額

（注）２

連結財務諸
表計上額
（注）３

ファミリー
マンション
販売事業

資産運用型
マンション
販売事業

不動産賃貸
管理事業

ビルメン
テナンス

事業
計

売上高

顧客との契約か
ら生じる収益

6,287,001 3,018,792 197,830 354,700 9,858,325 69,125 9,927,450 － 9,927,450

その他の収益
（注）4 － － 118,170 － 118,170 － 118,170 － 118,170

外部顧客への売
上高 6,287,001 3,018,792 316,001 354,700 9,976,496 69,125 10,045,621 － 10,045,621

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

－ － － 17,995 17,995 － 17,995 △17,995 －

計 6,287,001 3,018,792 316,001 372,695 9,994,491 69,125 10,063,616 △17,995 10,045,621

セグメント利益 712,428 239,314 63,253 64,079 1,079,075 47,373 1,126,449 △357,656 768,792

セグメント資産 8,461,755 3,341,409 2,638,346 280,651 14,722,163 5,051,662 19,773,825 － 19,773,825

セグメント負債 5,237,797 1,592,951 1,783,790 41,815 8,656,353 457,324 9,113,678 － 9,113,678

その他の項目

減価償却費 200 137 22,326 244 22,909 － 22,909 11,912 34,821

有形固定資
産及び無形
固定資産の
増加額

－ － 1,020,108 － 1,020,108 － 1,020,108 3,844 1,023,952

　　　　（2）セグメント資産及びセグメント負債の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産でありま

す。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る資産であります。

　　　　（3）減価償却費の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係る減価償却費であります。

　　　　（4）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産の増

加額であります。

　　　3．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　　　4. その他の収益は、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号　2007年３月30日）の範囲に含ま

れる不動産賃貸収入等であります。

当連結会計年度（自　2025年２月１日　至　2026年１月31日）

（注）1．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、仲介業を含んでおります。

　　　2．調整額は以下のとおりであります。

　　　　（1）セグメント利益の調整額△357,656千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△357,656千

円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

　　　　（2）セグメント資産及びセグメント負債の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産でありま

す。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る資産であります。

　　　　（3）減価償却費の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係る減価償却費であります。

　　　　（4）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産の増

加額であります。

　　　3．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　　　4. その他の収益は、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号　2007年３月30日）の範囲に含ま

れる不動産賃貸収入等であります。
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【関連情報】

前連結会計年度（自  2024年２月１日  至  2025年１月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

　　製品及びサービスごとの情報は「セグメント情報」に同様の記載をしているため、記載を省略してお

ります。

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　　本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省

略しております。

(2）有形固定資産

　　本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

め、記載を省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

　　連結損益計算書の売上高の10%以上を占める顧客が存在しないため、記載を省略しております。

当連結会計年度（自  2025年２月１日  至  2026年１月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

　　製品及びサービスごとの情報は「セグメント情報」に同様の記載をしているため、記載を省略してお

ります。

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　　本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省

略しております。

(2）有形固定資産

　　本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

め、記載を省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

　　連結損益計算書の売上高の10%以上を占める顧客が存在しないため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自  2024年２月１日  至  2025年１月31日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自  2025年２月１日  至  2026年１月31日）

　該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自  2024年２月１日  至  2025年１月31日）

　報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報は、金額的に重要性が乏しいため、記

載を省略しております。

当連結会計年度（自  2025年２月１日  至  2026年１月31日）

　報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報は、金額的に重要性が乏しいため、記

載を省略しております。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自  2024年２月１日  至  2025年１月31日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自  2025年２月１日  至  2026年１月31日）

　該当事項はありません。
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種　類
会社等の
名称又は

氏名
所在地

資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合(%)

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
（千円）

科　目
期末残高
（千円）

その他の
関係会社

株式会社
ＴＭＩト
ラスト

福岡市
中央区

3,000

有価証券の
保有及び運
用並びに不
動産の賃貸

被所有
直接
20.7

賃貸マンシ
ョンの管理

役員兼任
１名

家賃等の
回収、送
金(注２)

38,559 預り金 4,060

種　類
会社等の
名称又は

氏名
所在地

資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合(%)

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
（千円）

科　目
期末残高
（千円）

その他の
関係会社

株式会社
ＴＭＩト
ラスト

福岡市
中央区

3,000

有価証券の
保有及び運
用並びに不
動産の賃貸

被所有
直接
20.7

賃貸マンシ
ョンの管理

役員兼任
１名

家賃等の
回収、送
金(注２)

61,221 預り金 7,002

【関連当事者情報】

前連結会計年度（自 2024年２月１日　至 2025年１月31日）

（注）1．当該会社は、「役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社」にも該当しており、当社代表

取締役社長諸藤敏一及びその近親者が議決権の100％を直接所有しております。

2．当社は、入居者から家賃等の回収を行い、当該会社に送金した金額を取引金額に記載しております。

当連結会計年度（自 2025年２月１日　至 2026年１月31日）

（注）1．当該会社は、「役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社」にも該当しており、当社代表

取締役社長諸藤敏一及びその近親者が議決権の100％を直接所有しております。

2．当社は、入居者から家賃等の回収を行い、当該会社に送金した金額を取引金額に記載しております。

前連結会計年度
(自　2024年２月１日
至　2025年１月31日)

当連結会計年度
(自　2025年２月１日
至　2026年１月31日)

１株当たり純資産額 1,005.07円 1,049.57円

１株当たり当期純利益 33.59円 68.50円

前連結会計年度
(自　2024年２月１日
至　2025年１月31日)

当連結会計年度
(自　2025年２月１日
至　2026年１月31日)

１株当たり当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益

（千円）
341,114 695,704

　普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する当

期純利益（千円）
341,114 695,704

　普通株式の期中平均株式数（株） 10,156,716 10,156,713

（１株当たり情報）

（注）1．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

区分
当期首残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 423,000 1,347,000 1.91 －

１年以内に返済予定の長期借入金 593,224 598,114 1.76 －

１年以内に返済予定のリース債務 6,963 12,661 － －

長期借入金

（１年以内に返済予定のものを除く。）
4,108,816 5,308,102 1.73

2027年9月25日から

2056年1月25日

リース債務

（１年以内に返済予定のものを除く。）
19,050 6,388 －

2028年3月25日から

2028年12月17日

その他有利子負債 － － － －

計 5,151,053 7,272,266 － －

１年超２年以内 ２年超３年以内 ３年超４年以内 ４年超５年以内

長期借入金（千円） 2,195,216 754,553 752,612 110,480

リース債務（千円） 3,837 2,551 － －

【借入金等明細表】

（注）1．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を

連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）及びリース債務の連結貸借対照表日後５年間の返済予定

額は以下のとおりであります。

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。
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（累計期間） 中間連結会計期間 当連結会計年度

売上高（千円） 2,930,840 10,045,621

税金等調整前中間（当期）純

利益（千円）
26,321 982,294

親会社株主に帰属する中間

（当期）純利益（千円）
11,953 695,704

１株当たり中間（当期） 純

利益（円）
1.18 68.50

（2）【その他】

当連結会計年度における半期情報等
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(単位：千円)

前事業年度
(2025年１月31日)

当事業年度
(2026年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,878,464 4,602,095

売掛金 1,288 1,187

販売用不動産 ※１ 3,014,586 ※１ 3,537,724

仕掛販売用不動産 ※１ 6,868,316 ※１ 8,640,404

貯蔵品 566 566

前渡金 46,588 68,663

前払費用 21,318 29,070

その他 196,252 111,466

流動資産合計 15,027,381 16,991,179

固定資産

有形固定資産

建物 ※１ 171,064 ※１ 1,105,227

構築物 0 61,687

工具、器具及び備品 2,994 6,181

土地 ※１ 1,181,001 ※１ 1,181,001

リース資産 26,013 19,050

建設仮勘定 1,798 －

有形固定資産合計 1,382,872 2,373,149

無形固定資産

その他 10,105 7,406

無形固定資産合計 10,105 7,406

投資その他の資産

投資有価証券 66 66

関係会社株式 46,485 34,985

その他 98,728 95,255

貸倒引当金 △5,067 △5,001

投資その他の資産合計 140,212 125,305

固定資産合計 1,533,191 2,505,860

資産合計 16,560,573 19,497,039

２【財務諸表等】

（1）【財務諸表】

①【貸借対照表】
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(単位：千円)

前事業年度
(2025年１月31日)

当事業年度
(2026年１月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 58,211 30,040

電子記録債務 875,930 861,432

短期借入金 ※１ 423,000 ※１ 1,347,000

１年内返済予定の長期借入金 ※１ 593,224 ※１ 598,114

未払金 67,430 69,484

未払費用 38,183 52,981

未払法人税等 80,442 218,156

未払消費税等 14,962 －

前受金 72,732 181,760

預り金 171,771 192,594

賞与引当金 13,980 14,079

その他 38,726 30,144

流動負債合計 2,448,594 3,595,789

固定負債

長期借入金 ※１ 4,108,816 ※１ 5,308,102

長期預り敷金 137,731 155,736

リース債務 19,050 6,388

固定負債合計 4,265,597 5,470,227

負債合計 6,714,192 9,066,016

純資産の部

株主資本

資本金 1,562,450 1,562,450

資本剰余金

資本準備金 1,431,450 1,431,450

その他資本剰余金 12,582 12,582

資本剰余金合計 1,444,032 1,444,032

利益剰余金

利益準備金 5,240 5,240

その他利益剰余金

別途積立金 2,500,000 2,500,000

繰越利益剰余金 4,349,840 4,934,484

利益剰余金合計 6,855,080 7,439,724

自己株式 △15,182 △15,182

株主資本合計 9,846,380 10,431,023

純資産合計 9,846,380 10,431,023

負債純資産合計 16,560,573 19,497,039
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(単位：千円)

前事業年度
(自　2024年２月１日
　至　2025年１月31日)

当事業年度
(自　2025年２月１日

　至　2026年１月31日)

売上高

不動産収入 6,930,632 9,302,036

賃貸事業収入 384,323 385,658

売上高合計 7,314,955 9,687,695

売上原価

不動産売上原価 5,379,521 7,390,026

賃貸事業売上原価 172,015 154,814

売上原価合計 5,551,536 7,544,840

売上総利益 1,763,418 2,142,854

販売費及び一般管理費 ※１ 1,486,747 ※１ 1,431,830

営業利益 276,671 711,024

営業外収益

受取家賃 175,449 209,403

受取手数料 28,855 29,896

受取賃貸料 10,067 10,721

違約金収入 3,977 8,251

子会社清算益 － 203,865

その他 12,343 35,767

営業外収益合計 230,692 497,906

営業外費用

支払利息 57,029 115,318

その他 2,650 4,399

営業外費用合計 59,680 119,718

経常利益 447,683 1,089,212

税引前当期純利益 447,683 1,089,212

法人税、住民税及び事業税 120,918 261,494

法人税等調整額 18,787 △686

法人税等合計 139,706 260,808

当期純利益 307,977 828,404

②【損益計算書】
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(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

当期首残高 1,562,450 1,431,450 12,582 1,444,032 5,240 2,300,000 4,607,505 6,912,745 △15,177 9,904,049

当期変動額

別途積立金の積立 200,000 △200,000 － －

剰余金の配当 △365,641 △365,641 △365,641

当期純利益 307,977 307,977 307,977

自己株式の取得 △4 △4

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

当期変動額合計 － － － － － 200,000 △257,664 △57,664 △4 △57,668

当期末残高 1,562,450 1,431,450 12,582 1,444,032 5,240 2,500,000 4,349,840 6,855,080 △15,182 9,846,380

純資産
合計

当期首残高 9,904,049

当期変動額

別途積立金の積立 －

剰余金の配当 △365,641

当期純利益 307,977

自己株式の取得 △4

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

－

当期変動額合計 △57,668

当期末残高 9,846,380

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2024年２月１日　至　2025年１月31日）
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(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準

備金

その他
資本剰
余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

当期首残高 1,562,450 1,431,450 12,582 1,444,032 5,240 2,500,000 4,349,840 6,855,080 △15,182 9,846,380

当期変動額

別途積立金の積立 － － － －

剰余金の配当 △243,761 △243,761 △243,761

当期純利益 828,404 828,404 828,404

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

当期変動額合計 － － － － － － 584,643 584,643 △0 584,642

当期末残高 1,562,450 1,431,450 12,582 1,444,032 5,240 2,500,000 4,934,484 7,439,724 △15,182 10,431,023

純資産
合計

当期首残高 9,846,380

当期変動額

別途積立金の積立 －

剰余金の配当 △243,761

当期純利益 828,404

自己株式の取得 △0

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

－

当期変動額合計 584,642

当期末残高 10,431,023

当事業年度（自　2025年２月１日　至　2026年１月31日）
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．資産の評価基準及び評価方法

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

　　子会社株式・・・移動平均法による原価法

　　その他有価証券

　　　市場価格のない株式等

　　　　移動平均法による原価法を採用しております。

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

　　販売用不動産、仕掛販売用不動産

　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用して

おります。

　　貯蔵品

　最終仕入原価法による原価法を採用しております。

２．固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに

2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　　　　建物　　　　　　　　10年～50年

　　　　構築物　　　　　　　　　　10年

　　　　工具器具備品　　　　４年～８年

（2）無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によって

おります。

（3）リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。

３．引当金の計上基準

（1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘案して回収不能見込額を計上しております。

（2）賞与引当金

　従業員への賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

４．収益及び費用の計上基準

　顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足

する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

（マンション販売事業）

ファミリーマンション及び資産運用型マンションの企画・開発・販売を行っており、顧客との不動産売

買契約に基づき当該物件の引渡しを行う義務を負っております。

当該履行義務は、物件の引渡しを行うことにより、顧客に当該物件に対する支配が移転し履行義務が充

足されると判断し、引渡しを行った一時点において収益を認識しております。

（不動産賃貸管理事業）

オーナー所有物件の賃貸管理、建物管理等を行っており、顧客との管理委託契約に基づきこれらのサー

ビスを提供する義務を負っております。

当該履行義務は契約期間における時の経過により履行義務が充足されると判断し、顧客との契約に従い

一定の期間にわたって収益を認識しております。

５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

　 控除対象外消費税等の会計処理

　控除対象外消費税等については、販売費及び一般管理費に計上しております。
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前事業年度
（自　2024年２月１日

至　2025年１月31日）

当事業年度
（自　2025年２月１日

至　2026年１月31日）

販売用不動産 3,014,586 3,537,724

仕掛販売用不動産 6,868,316 8,640,404

（重要な会計上の見積り）

棚卸資産の評価

（１）当事業年度の財務諸表に計上した金額
（単位：千円）

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

（１）の金額の算出方法は、連結財務諸表「注記事項（重要な会計上の見積り）棚卸資産の評価」の内容と同一であ

ります。

（会計方針の変更）

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日）等を当事業年度の

期首から適用しております。これによる財務諸表に与える影響はありません。

前事業年度
（2025年１月31日）

当事業年度
（2026年１月31日）

販売用不動産 1,250,823千円 1,110,336千円

仕掛販売用不動産 5,013,855 7,383,985

建物 159,106 1,094,311

土地 1,171,237 1,171,237

計 7,595,024 10,759,870

前事業年度
（2025年１月31日）

当事業年度
（2026年１月31日）

短期借入金 423,000千円 1,347,000千円

１年内返済予定の長期借入金 532,480 554,080

長期借入金 3,992,370 5,235,690

計 4,947,850 7,136,770

前事業年度
（2025年１月31日）

当事業年度
（2026年１月31日）

顧客が利用する住宅ローン 73,980千円 53,582千円

（貸借対照表関係）

※ １．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであります。

　担保付債務は次のとおりであります。

２．保証債務

　　金融機関からの借入金等に対する保証
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前事業年度
（自　2024年２月１日

　　至　2025年１月31日）

当事業年度
（自　2025年２月１日

　　至　2026年１月31日）

広告宣伝費 449,080千円 385,474千円

販売促進費 18,627 20,677

役員報酬 105,600 105,600

給料及び賞与 377,235 421,892

賞与引当金繰入額 13,980 14,079

福利厚生費 69,443 70,969

減価償却費 15,327 13,954

（損益計算書関係）

※１.販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度36％、当事業年度34％、一般管理費に属する費用の

おおよその割合は前事業年度64％、当事業年度66％であります。

　　　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

（有価証券関係）

前事業年度（2025年１月31日）

　非上場株式（当事業年度の貸借対照表計上額は関係会社株式　46,485千円）は、市場価格のない株式等のた

め、子会社株式の時価を記載しておりません。

当事業年度（2026年１月31日）

　非上場株式（当事業年度の貸借対照表計上額は関係会社株式　34,985千円）は、市場価格のない株式等のた

め、子会社株式の時価を記載しておりません。

前事業年度
（2025年１月31日）

当事業年度
（2026年１月31日）

繰延税金資産

未払事業税 6,238千円 13,383千円

賞与引当金 4,258 4,288

モデルルーム費 27,980 20,754

その他 26,949 23,223

繰延税金資産小計 65,427 61,649

評価性引当額 △25,840 △21,376

繰延税金資産合計 39,587 40,273

繰延税金資産の純額 39,587 40,273

前事業年度
（2025年１月31日）

当事業年度
（2026年１月31日）

法定実効税率 －％ 30.46％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 － 0.57

受取配当等永久に益金に算入されない項目 － △5.47

住民税均等割額 － 0.33

評価性引当額の増減 － △0.41

賃上げ促進税制に係る税額控除 － △1.18

その他 － △0.35

税効果会計適用後の法人税等の負担率 － 23.94

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

（注）前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の

100分の５以下であるため、記載を省略しております。
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３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　「所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第十三号）」が2025年３月31日に公布され、防衛特別法

人税が創設されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実

効税率は、2027年2月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等について、従来の30.46％

から31.36％に変更し計算しております。

　　なお、この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。

（収益認識関係）

　顧客との収益から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項（収益認識関

係）」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

区分
資産の
種　類

当期首
残高

当　期
増加額

当　期
減少額

当　期
償却額

当期末
残高

減価償却
累計額

有形固

定資産 建物 171,064 956,857 － 22,694 1,105,227 148,194

構築物 0 62,161 － 473 61,687 1,864

工具、器具及び備品 2,994 4,933 － 1,746 6,181 13,972

土地 1,181,001 － － － 1,181,001 －

リース資産 26,013 － － 6,963 19,050 49,527

建設仮勘定 1,798 1,120,296 1,122,094 － － －

計 1,382,872 2,144,248 1,122,094 31,878 2,373,149 213,559

無形固

定資産 その他 10,105 － － 2,699 7,406 －

計 10,105 － － 2,699 7,406 －

④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位：千円）

　（注）　建物の当期増加額は、賃貸用不動産の取得によるものであります。
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科目 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

貸倒引当金 5,067 34 100 5,001

賞与引当金 13,980 14,079 13,980 14,079

【引当金明細表】

(単位：千円）

（2）【主な資産及び負債の内容】

　　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（3）【その他】

　　該当事項はありません。
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事業年度 ２月１日から１月31日まで

定時株主総会 ４月中

基準日 １月31日

剰余金の配当の基準日
１月31日

７月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り

　取扱場所

　株主名簿管理人

　取次所

　買取手数料

東京都千代田区霞が関三丁目２番５号

株式会社アイ・アールジャパン

東京都千代田区霞が関三丁目２番５号

株式会社アイ・アールジャパン

―――――――――

無料

公告掲載方法

電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得な

い事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。

公告掲載URL

https://www.kose-re.jp

株主に対する特典

毎年１月31日現在の株主のうち１年以上継続保有の株主に対し、以下のとおり保有株

式数に応じて優待商品を進呈する。

　・100株以上200株未満　　　クオカード　500円分

　・200株以上500株未満　　　クオカード1,000円分

　・500株以上1,000株未満　　クオカード2,000円分

　・1,000株以上2,000株未満　クオカード3,000円分

　・2,000株以上　　　　　　 クオカード5,000円分

第６【提出会社の株式事務の概要】

　（注）当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項に掲げる権利、株主の有する株式数に応じて募

集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有

しておりません。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

（1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度（第35期）（自 2024年２月１日　至 2025年１月31日）2025年４月25日福岡財務支局長に提出

（2）内部統制報告書及び添付書類

事業年度（第35期）（自 2024年２月１日　至 2025年１月31日）2025年４月25日福岡財務支局長に提出

（3）半期報告書及び確認書

（第36期中）（自 2025年２月１日　至 2025年７月31日）2025年９月９日福岡財務支局長に提出

（4）臨時報告書

2025年４月25日福岡財務支局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（議決権行使結果）の規定に基づく臨時報告書で

あります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

2026年4月9日

株式会社コーセーアールイー

取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ

福岡事務所

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 窪田　真

＜連結財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社コーセーアールイーの2025年2月1日から2026年1月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸

借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財

務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社コーセーアールイー及び連結子会社の2026年1月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経

営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子

会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎と

なる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要

であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形

成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。



棚卸資産の評価の合理性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

　会社が行うマンションの企画・開発・販売事業において

は、事業用地の仕入から販売に至るまで一定の期間を要す

ることから、当連結会計年度の連結貸借対照表において、

販売用不動産、仕掛販売用不動産（以下、棚卸資産）が、

計12,178,128千円と多額に計上されている。

　【注記事項】（重要な会計上の見積り） に記載のとお

り、棚卸資産の評価において、収益性の低下により正味売

却価額が帳簿価額を下回る場合は、正味売却価額まで帳簿

価額を切り下げる会計処理方法を適用している。

　会社は、中期的な経済展望に基づき、事業用地を仕入

れ、マンションの企画・販売を行い、物件の早期完売に努

めているが、建築コストの上昇により想定した原価で建設

会社へ発注できなくなることや、急激な景気の悪化、金利

の上昇、住宅関連税制の改廃等により完成在庫の増加やプ

ロジェクトの遅延が生じることがある。

　棚卸資産の評価に用いる正味売却価額は、物件ごとの事

業計画上の予定販売価格総額による収益予算と、予定工事

価格・予定販売諸経費による費用予算に基づいて算定され

ているが、それぞれの予算は中長期にわたる経済情勢の変

化等の影響を受けており、経営者の主観的な判断や不確実

性を伴う重要な会計上の見積りが含まれる。

したがって、当監査法人は、棚卸資産の評価の合理性

が、当連結会計年度の連結財務諸表において特に重要であ

り、当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと

判断した。

　当監査法人は、棚卸資産の評価の合理性を検討するた

め、主に以下の監査手続を実施した。

・物件ごとの事業計画の策定に関する仮定の設定を含む、

棚卸資産の評価に関連する内部統制の整備・運用状況の有

効性を評価した。

・事業計画及びその進捗状況の理解のため、稟議書、取締

役会議事録を閲覧した。

・過年度における予定販売価格、費用予算（予定工事価

格、予定販売諸経費）と当期の実際発生額との比較による

過年度の見積額の妥当性を検討した。

・着工予定時期の変更及び周辺環境の変化の有無について

確認するため、担当部門の責任者への質問及び対象物件の

現場視察を実施した。

・予定販売価格の合理性について、周辺相場に関する市場

価格の変動状況を確認するため、国土交通省より公表され

ている地価公示価格の推移を確認するとともに、会社が利

用する専門業者から入手する不動産市場調査の価格情報を

閲覧した。

・工事契約が未締結の物件の予定工事価格の合理性につい

て、設計変更予定の有無及び施工業者との交渉状況を、担

当部門の責任者へ質問し、また、建設業者からの見積書等

の関連資料を閲覧した。さらに、1戸あたりの予定工事価格

について、これまでに完成した類似物件の工事価格との比

較を行った。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以

外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その

他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記

載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容

と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ

うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する

必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。



連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示

がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の

意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・　連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評

価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基

づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか

結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記

事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸

表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証

拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している

かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな

る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を

入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査

閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻

害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事

項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止され

ている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると

合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

＜内部統制監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社コーセーアールイーの

2026年1月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社コーセーアールイーが2026年1月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した

上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し

て、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制

監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監

査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上

の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。



（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ

て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ

る。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び

適用される。

・　財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内

部統制報告書の表示を検討する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、

内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任があ

る。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した

内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報

告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻

害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

＜報酬関連情報＞

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及

び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状

況】に記載されている。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　　上



独立監査人の監査報告書

2026年4月9日

株式会社コーセーアールイー

取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ

福岡事務所

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 窪田　真

＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社コーセーアールイーの2025年2月1日から2026年1月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

コーセーアールイーの2026年1月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点

において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫

理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立してお

り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な

監査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な検討事項

　監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である

と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において

対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

棚卸資産の評価の合理性

　連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項（棚卸資産の評価の合理性）と同一内容であるた

め、記載を省略している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以

外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その

他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内

容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財

務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要

な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。



（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ

る場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影

響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結

論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に

注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外

事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい

るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど

うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計

事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻

害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査

上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場

合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に

見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

＜報酬関連情報＞

報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上
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